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第１章 第 2 次相模原市消費生活基本計画の概要 

１ 計画の目的 

市民の消費者としての権利の確立と自立を支援するとともに、市民が安全で安

心できる消費生活を確保できるよう、消費生活に関する施策を総合的かつ計画的

に推進することを目的とします。 

 

２ 計画の位置付け 

消費者問題の複雑化・多様化を受け、消費者行政の一層の充実を図るため、 

平成２１年に制定した相模原市消費生活条例（平成２１年相模原市条例第６５

号）第９条に基づき、平成２４年３月に、本市における初めての消費生活基本計

画（以下「第 1 次計画」という。）を策定しました。 

第 1 次計画は、新・相模原市総合計画の部門別計画に位置付けられており、あ

わせて消費者基本法（昭和４３年法律第７８号）に定められている地方公共団体

の責務（社会的、経済的状況に応じた消費者政策を推進する責務）を果たすもの

で、平成 24 年度から令和元年度までの 8 年間を計画期間（平成２７年度に中間

改訂）として実施しました。 

第 2 次相模原市消費生活基本計画（以下「第 2 次計画」という。）は、第 1 次

計画の計画期間の終了に当たり、第 1 次計画の理念と方針を継承しつつ、社会の

変化に対応した新たな取組を加え、令和 2 年度からの 8 年間の施策を示すため

策定しました。 

令和５年度は、第２次計画の策定から４年目の中間見直し年度であったため、

新型コロナウイルス感染症の感染拡大やデジタル技術の高度化などの社会環境の

変化、民法や消費者契約法等の改正といった国の動向を踏まえ、消費者の利益の

擁護及び増進並びに消費者の自立支援の更なる推進に向けて、第２次計画を改定

し、その本編を補足する別冊として作成しました。 

 

３ 第 2 次計画の期間 

令和２年度から令和９年度までの８年間 

 

４ 第 2 次計画の体系 

（1）基本施策と具体的な施策 

消費者を取り巻く環境は、高齢化の進行や情報化・国際化の進展により急速に

変化しています。悪質商法をはじめとする消費者問題は社会情勢の変化に応じて

生じるため、消費者行政における施策は最新かつ柔軟な対応が求められています。 
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そのうえで、自立した消費者の育成や消費者被害の防止体制の整備など、着実

に取り組む必要があることから、次に掲げる５つの基本施策を設定します。 

また、基本施策ごとに取り組むべき具体的施策（１６項目）を設定しており、

これらの対象となる個別の事業について、実施状況を確認し、評価を行います。 

 

 ①基本施策Ⅰ 「消費者の安全の確保」 

消費者の安全・安心と自主的かつ合理的な選択の機会を確保するために、身

近な生活用品、食品等に対する調査を実施し、原材料、含有成分、使用上の注

意、内容量等の表示及び計量の適正化に向けた指導及び啓発を継続するととも

に、不適正な取引行為を行う事業者への指導等の実施のため、昨今の多様化・

複雑化する消費者問題に対する調査・研究をより一層推進します。 

 

具体的施策 

施策１ 商品・サービスの安全性の確保 

施策２ 食の安全性の確保 

施策３ 住まいと居住環境の安全性の確保 

施策４ 消費者取引の適正化 

施策５ 表示の適正化 

施策６ 計量の適正化 

 

②基本施策Ⅱ 「消費者被害の未然防止と救済体制の強化」 

消費生活相談員の確保による相談体制の強化を図るとともに、多様化・複雑

化する消費者トラブルに対応できる消費生活相談員の能力向上に係る取組を推

進します。 

また、国との積極的な連携により、消費生活相談のＤＸの推進による相談体

制の構築及び相談機能の充実を図ります。 

さらに、関係機関との情報交換や迅速な情報提供による被害の未然防止と救

済体制の強化を図ります。特に、消費者被害に巻き込まれやすい高齢者や障害

者に対しては、相談に繋がっていない事案が多く存在することが想定されるこ

とから、地域包括支援センターなどをはじめとする関係団体と連携した双方向

の情報共有が行える『見守りネットワーク』体制の構築を図ります。 

 

具体的施策 

施策７ 消費生活相談の充実 

施策８ 消費者被害の未然防止と救済 

 

③基本施策Ⅲ 「消費者教育の推進と情報提供の充実」 

自分自身の消費行動が社会に及ぼす影響や、主体的に消費者市民社会の形成

に参画することの重要性について理解し、自主的かつ合理的な判断や選択がで



3 

 

きる自立した消費者を育成するため、デジタル技術等を活用した啓発の実施に

加え、学校や地域主催事業などへの講師派遣等により消費者教育を推進すると

ともに、消費者教育又は消費者をサポートする役割を担う人材を育成すること

で、学校や家庭、地域など様々な場面において消費者教育や啓発を行う機会の

拡充を図ります。 

特に、成年年齢の引下げにより成人となった１８歳、１９歳及び１８歳を迎

える高校 3 年生などの消費者被害拡大防止のため、学校や市教育機関等と連携

した消費者教育や金融教育の推進を図るとともに、PTA 等を通じた保護者に対

しての消費生活出前講座の実施及び若者に届きやすいツール等を使用した啓発

を実施します。 

 

具体的施策 

施策９  ライフステージ別の消費者教育の推進 

施策１０ 消費者教育の担い手の育成 

施策１１ 消費生活情報の提供・啓発 

 

④基本施策Ⅳ 「環境に配慮した消費行動の促進」 

多様化・複雑化する環境問題への対応が喫緊の課題となっている中、消費者

が、自らの選択が環境に及ぼす影響を自覚する必要があります。 

特に、本市においては、令和２年９月の「さがみはら気候非常事態宣言」に

おいて、２０５０年までに二酸化炭素排出量実質ゼロを目指す決意を表明し、

市民一人ひとりの脱炭素型ライフスタイルへの変革が求められるなど、消費者

の環境意識の更なる向上が期待されています。 

こうした中、より良い消費行動を通して持続可能な社会の形成に参画するこ

との理解と関心を深めるため、脱炭素や資源循環、環境保全をはじめ、社会へ

の主体的な行動に向けた周知や啓発、各関係機関との協働等による事業をより

一層推進します。 

 

具体的施策 

施策１２ より良い消費行動の促進 

施策１３ 環境負荷の低減に向けた基盤の整備 

 

⑤基本施策Ⅴ 「消費者意見の反映と連携の強化」 

市民に対する意識調査等の結果分析及び適格消費者団体※等との連携を強化

することにより、消費生活に関する市民意見の把握に努め、消費者施策への適

切な反映を図ります。 

また、地域包括支援センターなどをはじめとする関係団体と連携した双方向

の情報共有が行える『見守りネットワーク』体制の構築を図ります。 
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【※】適格消費者団体・・・消費者の利益を擁護するために、事業者に対して不当な行為

への差止請求権を行使することのできる内閣総理大臣の認定

を受けた消費者団体。 

 

具体的施策 

施策１４ 消費者意見の反映 

施策１５ 消費者団体等との連携及び育成 

施策１６ 事業者団体等との連携 

 

（２）推進体制 

計画の実効性を確保するため、毎年度、各施策の進捗状況等をまとめ、市民、

消費者団体代表、事業者団体代表、学識経験者等により構成される「相模原市消

費生活審議会」に報告を行います。 
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第２章 消費生活をめぐる現状 

１ 令和６年度における消費者問題の傾向と国の取組 

令和６年度は、各地で度重なる自然災害が発生し、これに関連した「災害便乗

商法」に係る消費者トラブルやサポート詐欺、訪問購入をきっかけとした犯罪ま

がいの事例のほか、SNS をきっかけとした副業トラブルの割合が増加しました。 
また、令和６年１２月に独立行政法人国民生活センターが公表した「消費者問

題に関する２０２４年の１０大項目」は、次のとおりとなっています。 

 

２ 相模原市における消費生活相談の現状 

本市では令和３年４月１日から市内３カ所（緑区・中央区・南区）にあった消

費生活センターを１カ所（緑区）に集約（統合）し、消費生活相談員を集中配置

すること等により相談体制を強化しました。 

相模原市消費生活総合センターには、消費生活相談員を配置し、電話及び面談

による消費生活相談を行っています。 

このほか、消費生活センターを廃止した中央区及び南区については、オンライ

ンで Webex を利用した非対面型の相談ができるよう、中央区及び南区の市民相

談室へ端末機器の配備を行っています。 

 

（１）相談場所と相談日時 

消費生活総合センター 

所 在 地 緑区橋本 6-2-1 シティ・プラザはしもと内（イオン橋本店６階） 

 電話番号 042-77５-1770 

・能登半島地震や度重なる豪雨など、自然災害相次ぐ 「災害便乗商法」も発生 

・紅麹を原料とするサプリによる健康被害拡大 健康被害情報の報告を義務化 

・越境消費者相談の件数が大幅増 インバウンドの回復に伴い「訪日観光客消費者ホ

ットライン」への相談も増加 

・害虫・害獣駆除やロードサービスなどの想定外の高額請求にかかるトラブルが若い

年代で増加 

・サポート詐欺 高齢者のトラブルが後を絶たず 

・「スキマ時間に気軽に稼げる」などとうたう副業に関する相談が増加 

・「訪問購入」に関するトラブルの相談、引き続き多く寄せられる 中には犯罪まが

いの事例も 

・消費生活用製品安全法等の改正 海外から直接販売される製品の安全確保や子ど

も用の製品による事故の未然防止に対応 

・「ステマ広告規制」 措置命令相次ぐ 

・集団的消費者被害回復訴訟に関し、初の最高裁判所判決が出される 



6 

 

相 談 日 毎日（年末年始を除く） 

相談時間 午前９時～午後４時（第２・４金曜日は午後６時まで） 

     土日祝日は午前９時～正午、午後１時～午後４時 

（２）消費生活相談員人数（令和６年４月１日現在） 

   １０名（うち１日当たり７～８名を交代で配置 ※土日祝は２名） 

（３）消費生活相談件数 

①消費生活相談件数の推移 

本市に寄せられた相談件数は、架空請求が社会問題となった平成１６年度

（１２，４４９件）をピークに減少し、毎年度５，５００件前後で推移してい

ましたが、平成３０年度には主にはがき等による架空請求に関する相談が多数

寄せられたことにより、７，１９５件と再び増加となる状況でした。現在は年

間６，０００件弱で推移しておりますが、寄せられる相談は氷山の一角である

と考えられるため、引き続き、消費者トラブルの未然防止・早期発見のために

潜在的なトラブルを掘り起こし、相談に繋げることが課題となっています。 

②苦情相談内容の推移 

令和 2 年度は、新型コロナウイルス感染症の影響により、インターネットを

通じた通信販売による「他の健康食品」の相談件数が前年度より増加し、全体

４位に伸びたほか、屋根の修理など住宅リフォームに関する「工事・建築」の

相談件数が前年度より増加しました。 

令和 3 年度は、トイレや排水管の詰まりなどに関する「修理サービス」の相

談件数が増加しました。 

令和４年度は、インターネットを通じた通信販売に関する相談の中で、主に

定期購入に関するトラブルが目立ち、美容液やシワ改善クリーム等に関する「基

礎化粧品」の相談件数が増加しました。 

令和５年度は、屋根の修繕や給湯器の点検など、「工事・建築」に関する相談

件数が再び増加したほか、旅行やイベント等のチケット転売トラブルが目立ち

ました。 

令和６年度は、料金未納の不審電話や迷惑メールなど「商品一般」に関する

相談が増加したほか、屋根の修繕や分電盤交換などの「工事・建築」に関する

相談も昨年度と同様に多くありました。 

【消費生活相談件数の推移】 

年度 苦情相談（件） 問合せ（件） 相談合計（件） 前年度比（％） 

Ｒ２ ５，５７４ ５３４ ６，１０８ ９４．５ 

Ｒ３ ５，１０８ ５７４ ５，６８２ ９３．０ 

Ｒ４ ５，４８５ ５０５ ５，９９０ １０５．４ 

Ｒ５ ５，４８６ ３９１ ５，８７７ ９８．１ 

Ｒ６ ５，４３８ ３０８ ５，７４６ ９７．８ 
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［商 品 一 般］ 身に覚えがない商品の請求はがきなどに関する相談 

［工 事 ・ 建 築］ 住宅リフォームや建物の請負工事などに関する相談 

［不 動 産 貸 借］ 敷金の返還や原状回復・退去時などに関する相談 

［役務・その他のサービス］ パソコンのサポートや車のロードサービスなどに関する相談 

［修 理 サ ー ビ ス］ 排水管のつまり解消や電気製品の修理などに関する相談 

［デジタルコンテンツ］ 出会い系サイトなどインターネットを介した被害に関する相談 

            ※インターネット上で提供される多種多様なサービス等の大幅な

増加に対応するため、令和３年度より分類が見直され項目廃止と

なったが、依然として相談は寄せられており、「アダルト情報サイ

ト」「オンラインゲーム」等といった相談内容に応じて、より細分

化された項目に分類されることとなった 

［他 の 健 康 食 品］ サプリメント等による健康被害などに関する相談 

［基 礎 化 粧 品］ 美容液やシワ改善クリームなどに関する相談 
［エステティックサービス］ 脱毛エステなどの契約に関する相談 

 

③苦情相談を寄せた契約当事者の年代別内訳 

高齢者（６０歳以上）の相談件数が多く、全体の約４０パーセントを占める

結果となっています。判断力や認知度の低下から、本人がトラブルに遭ってい

る認識がなく、家族等から寄せられる相談が多いことが高齢者の相談の特徴の

一つです。引き続き、周知・啓発に取り組むとともに、家族のみならず、近隣

住民や福祉事業者、行政機関、民間事業者等による「見守り」の体制構築が必

要です。 

若者からの相談については、例年低い推移となっていますが、「恥ずかしくて

相談できない」や「相談の場所・方法が分からない」といった声も聞かれるた

め、相談に繋がっていない事案が存在することが推測されます。各学校等との

連携強化、PTA 等を通じた保護者に対しての消費生活出前講座の実施や若者に

届きやすいツール等を使用した啓発の実施が必要です。 

【苦情相談内容の推移】     （（ ）内は相談件数） 

年度 1 位 2 位 3 位 4 位 5 位 

Ｒ２ 

（5,574） 

商品一般 

（603） 

デジタルコンテンツ 

（432） 

工事・建築 

（302） 

他の健康食品 

（269） 

不動産貸借 

（226） 

Ｒ３ 

（5,108） 

商品一般 

（502） 

不動産貸借 

（251） 

工事・建築 

（235） 

修理サービス 

（148） 

役務・その他のサービス 

（115） 

Ｒ４ 

（5,485） 

商品一般 

（459） 

基礎化粧品 

（250） 

不動産貸借 

（242） 

工事・建築 

（222） 

エステティックサービス

（196） 

Ｒ５ 

（5,486） 

商品一般 

（487） 

工事・建築 

（297） 

不動産貸借 

（273） 

役務・その他のサービス 

（247） 

修理サービス 

（145） 

Ｒ６ 

（5,438） 

商品一般 

（597） 

工事・建築 

（297） 

役務・その他のサービス 

（266） 

不動産貸借 

（261） 

他の健康食品 

（184） 
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【苦情相談を寄せた契約当事者の年代別内訳】（単位：件、（ ）内は％） 

年 代 令和６年度 令和５年度 令和４年度 令和３年度 

２０歳未満 １１５( 2.1)  １２１( 2.2)  １３９( 2.5)  １３１( 2.6)  

２０歳代 ５７６(10.6) ５５６(10.1) ６８０(12.4) ５７１(11.2) 
３０歳代 ５３２( 9.8)  ４８５( 8.8)  ５０２( 9.2)  ５０５( 9.9)  

４０歳代 ５８７(10.8) ６５８(12.0) ７０１(12.8) ６３３(12.4) 
５０歳代 ８７９(16.1)  ９６３(17.6)  ９２９(16.9)  ８４９(16.6)  

６０歳代 ６９５(12.8) ７４９(13.7) ７３８(13.5) ６５３(12.8) 
７０歳代 ８２０(15.1)  ８２０(14.9)  ７４５(13.6)  ７８３(15.3)  

８０歳以上 ６５２(12.0) ５４３( 9.9) ４６０( 8.4) ４１１( 8.0)  

団体・不明 ５８２(10.7) ５９１(10.8) ５９１(10.7) ５７２(11.2) 
合計 ５，４３８(100)  ５，４８６(100)  ５，４８５(100)  ５，１０８(100)  

  

（４）多重債務相談件数の推移 

多重債務相談は、債務を負って生活が苦しいなど、自らの債務を整理すること

を希望する相談者に対して、神奈川県弁護士会（旧横浜弁護士会）及び神奈川県

司法書士会の協力により、消費生活総合センターで週１回（木曜日）実施してい

る専門相談（多重債務相談）です。改正貸金業法が完全施行となった平成２２年

度の４０７件をピークとして減少が続いておりましたが、令和５年度は増加に転

じ、令和６年度は更に増加しました。 

※１：ＰＩＯ－ＮＥＴシステムにおける多重債務に関するキーワードの分類原則が変更され

たため、集計方法の見直しを行いました（Ｒ３）。 

※２：弁護士・司法書士相談件数は多重債務相談件数の内数。 

※３：相談内容に応じて、法テラス、神奈川県弁護士会ほかを案内。 

※平成２２年６月１８日に改正貸金業法が完全施行され、個人の借入総額を年収の３分の１

までに制限する「総量規制」の導入、出資法の上限金利を 29.2％から 20％に引き下げ、

「グレーゾーン金利」（利息制限法に定める上限金利は超えているが、出資法に定める上

限金利には満たない金利。改正前の消費者金融の多くはこの範囲内で金利を設定してい

た。）の撤廃などが行われました。 

 

【多重債務相談の内訳】 

年度 
多重債務 

相談※１ 

専門相談※２ 専門相談以外 

苦情相談に対する割合 
弁護士相談 司法書士相談 

他機関を 

紹介等※３ 

Ｒ２ ８０件 １２件 ０件 ６８件 １.４％( 80/5,574 件) 

Ｒ３ ７９件 ２９件 ０件 ５０件 １.５％( 79/5,108 件) 

Ｒ４ ５９件 ２０件 ０件 ３９件 １.０％( 59/5,485 件) 

Ｒ５ ８８件 ３３件 ０件 ５５件 １.６％( 88/5,486 件) 

Ｒ６ ９３件 ４０件 ２件 ５１件 １.７％( 93/5,438 件) 
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第３章 令和６年度消費生活に関する施策の実施状況 

1 主な取組状況と課題 

≪基本施策Ⅰ 「消費者の安全の確保」≫ 
実施状況一覧 P18～P2２より一部抜粋 
【主な取組】 

1 商品・サービスの安全性の確保 

●消費者庁及び国民生活センター等から、商品及びサービスに関する危害情報・

危険情報を収集し、情報の内容に応じてホームページの更新や関係課への情

報提供により危害の未然防止・拡大防止に努めました。 

●理容所、美容所等の環境衛生営業施設に対し、法令に基づく監視指導を行い

安全性の確保に努めました。 

●プール施設において管理運営の徹底を図り、危険防止のための監視指導を実

施しました。 

 

2 食の安全性の確保 

●市内に流通する食品や市民から依頼のあった食品について、放射性物質検査

を実施し、その結果についてホームページを通じて情報提供しました。 

●食品衛生関係施設への立入検査を実施し、法令に基づく衛生指導を行いまし

た。 

●食品衛生責任者等への衛生講習会を開催し、食品等事業者による自主的な衛

生管理の促進を図りました。 

●食の安全・安心に係るリスクコミュニケーションを推進するため、消費者団

体、食品等事業者、学識経験者、市民で構成する「相模原市食の安全・安心

懇話会」を開催し、情報提供及び意見交換を行いました。 

 

3 住まいと居住環境の安全性の確保 

●建築物の耐震に関する相談を窓口及び電話等で受け付け、補助制度などを情

報提供するとともに、公民館等で専門家による巡回相談を行いました。 

●シックハウス症候群や居住環境の不安に関する相談を受け付け、情報提供を

行いました。 

●土砂災害ハザードマップ、洪水ハザードマップ、浸水（内水）ハザードマッ

プをホームページで情報提供し、避難場所や避難行動の周知を行いました。 
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４ 消費者取引の適正化 

●神奈川県等との連絡会議により、不適正な取引行為を行う事業者の情報交換等

を行い、今後の指導について検討ました。 

 

５ 表示の適正化 

●食品表示に関して関係各課に寄せられた相談事例の共有及び情報交換を行い

ました。 

●食品関連事業者等に対して栄養成分表示の表示方法や表示内容、食品の広告内

容に関する指導を行いました。 

●食品表示法に基づく原産地、原材料等の品質事項について、事業者からの表示

に関する相談に対応し、食品表示の適正化を図りました。 

 

6 計量の適正化 

●計量法に基づき、取引や証明行為に使用される計量器について、定期検査を行

いました。 

●計量器の適正な使用及び管理状況を確認するため、事業者への立入検査を行い

ました。 

●食肉類、魚介類、青果類、惣菜類を対象に、店頭で計量、包装されている商品

についての量目検査を行いました。 

●神奈川県等と連携し、計量に係るポスターを公共施設等に掲示するなど普及啓

発を行いました。 

 

【成果・評価】 

消費者の身近な生活用品や食品を中心に、検査や指導を行うとともに、各課・機

関との連携を図ったことにより、安全・安心の確保及び合理的な商品選択の機会の

確保を行うことができました。 

 

【課題】 

  消費者の安全・安心を確保するため、製品や食品の安全等に関わる法律や制度の

情報について注視を継続し、市民に対して分かりやすい周知・啓発を行うととも

に、事業者に対しては周知及び基準等の遵守の徹底を図る必要があります。 

また、専門的な検査体制の充実を図り、効果的な検査を実施するとともに、社会

情勢等に応じた検査内容の見直しを図る必要があります。 
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≪基本施策Ⅱ 「消費者被害の未然防止と救済体制の強化」≫ 

実施状況一覧 P2３～P2７より一部抜粋 

【主な取組】 

7 消費生活相談の充実 

●市民からの消費生活に関する相談や苦情に対して、解決のための助言やあっ

せんを行いました。 

●多重債務問題の早期解決を図るため、神奈川県弁護士会等の協力により、多

重債務の専門相談を行いました。 

●消費生活相談員の相談対応力の向上のため、研修機会の充実を図りました。 

 

8 消費者被害の未然防止と救済 

●成年後見制度の利用により、判断能力が十分でない方で身寄りがない場合等

に、本人に代わって市長が審判申立ての手続きを行いました。 

●選任された市民後見人に対して活動支援を行いました。 

●日常生活において財産の保全又は管理が困難な障害者・高齢者等の権利を擁

護し、在宅生活の安定を図るために社会福祉協議会が実施している日常生活

自立支援事業を支援しました。 

●地域情報紙や FM ラジオで消費者被害防止の啓発とともに消費生活総合セン

ターの案内を行いました。 

●高齢者等の消費者被害の救済及び未然防止を図るため、地域包括支援センタ

ーなどの地域における多様な主体と連携を図り、見守りを呼びかけました。 

●包括連携協定を締結している生命保険会社 3 社と連携し、消費者被害防止を

呼び掛ける啓発チラシを配布しました。 

 

【成果・評価】 

消費者被害の救済体制の強化のため、消費生活相談員に積極的な研修参加を

促し、相談対応力の向上を図りました。また、消費者被害防止の啓発について、

地域情報紙や FM ラジオで呼びかけるほか、チラシを包括連携協定の締結先か

ら配布いただくことで消費者被害の救済体制を強化することができました。 

成年後見制度の利用支援を行うとともに、地域における多様な主体と連携を

図ることで、高齢者等の見守りを引き続き実施することができました。 

 

【課題】 

消費生活相談事業は時代や技術の高度化と共に相談内容も多様化・複雑化し

ているため、日々、消費生活相談員の対応能力向上が必要です。 

また、高齢者等は悪質な事業者に狙われやすい傾向にあるため、地域や事業

者といった第三者が連携・協働した見守りを行い、引き続き着実に実施してい

く必要があります。 
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≪基本施策Ⅲ 「消費者教育の推進と情報提供の充実」≫ 

実施状況一覧 P2８～P3５より一部抜粋 

【主な取組】 

９ ライフステージ別の消費生活教育の推進 

●小学校の家庭科、中学校の家庭分野において、金銭の計画的な使い方やもの

の適切な購入の仕方などを学習しました。また、社会科では、お金や物の流

通といった市場経済について仕組みを学習しました。 

●小・中学校において消費生活相談員による出前講座を実施しました。 

●小学校高学年の児童を対象に、「夏休み子ども消費者教室」を開催しました。 

●若年層に被害が多発している契約トラブルに関する注意喚起のチラシを市内

の高校、大学、専門学校の学生窓口に配架しました。 

●大学が配信する「お知らせメール」等を通じて、啓発情報や消費生活相談窓

口の周知を行いました。 

●市内大学、専門学校の学生担当者と懇談会を開催し、消費者被害の実態や市

の消費者行政について、情報提供と意見交換を行いました。 

●公民館等における各種学級等の一講座として、消費者講座を実施しました。 

●生涯学習センター・国民生活センターが共催で研究機関等公開講座を実施し

ました。 

●消費者が自ら消費生活に関する知識を取得し、適切な行動に結びつける実践

的な能力を身につける機会とする「消費者問題教養セミナー」を開催しまし

た。 

●食に関する指導が充実するように、小・中学校食育担当者会を開催しました。 

●保育園において、ふるさとの生活技術指導士を講師とし、野菜を触ったり、

匂いを楽しむなどの食育教室を開催しました。 

●路線バス車内に食中毒予防に係るモニター広告を掲載しました。 

●持続可能な社会形成を目指すため、市オリジナルＳＤＧｓカードゲームを活

用した小・中学生向けに授業や延べ１万人が来場した「SDGｓEXPO」を開

催するなど、ＳＤＧｓの周知・啓発を図りました。 

●さがみはらＳＤＧｓパートナーが他の団体と連携して実施する、ＳＤＧｓの

課題解決や理解促進につながる事業に対して支援を行いました。 

 

１０ 消費者教育の担い手の育成 

●学校における消費者教育の支援のため、学校に出向き出前講座を実施しまし

た。 

 

１１ 消費生活情報の提供・啓発 

●市の広報紙・ホームページを活用し、消費生活に関する情報を発信しました。 
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●消費生活情報紙「すぱいす」を年４回発行し、市内公共施設や地域包括支援

センター等に配架しました。 

●メールマガジン等を活用して、トラブル事例の紹介及び注意喚起情報を配信

しました。 

●新聞折込による啓発事業として、相談窓口の周知及び啓発情報の掲載を行い

ました。 

●消費者に、確かな知識や判断力を身につけ、情報を正しく理解し、適切な行

動ができる自立した消費者となるためのきっかけの場として「みんなで考え

よう消費生活展」を開催しました。 

●市民等の環境に係る関心を高め、環境の保全及び創造に係る活動を促進する

ため、地域で活動する市民、事業者、大学及び行政の協働による「さがみは

ら環境まつり」を開催しました。 

 

【成果・評価】 

地域包括支援センターや公民館での高齢者への出前講座に加え、小学校、中

学校、高等学校や大学においても消費生活相談員によるライフステージに応じ

た消費者教育を実践し、自ら判断し選択できる自立した消費者の育成を進める

ことができました。 

 

【課題】 

令和４年４月の改正民法による成年年齢の引き下げから、更なる若年層への

周知・啓発が必要であるため、様々な既存の媒体を活用した啓発を実施してい

くとともに、さらに学校や地域におけるライフステージ別の消費者教育を推進

していくために、教育機関や地域等との連携について、より一層の取組を進め

ることが必要です。 
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≪基本施策Ⅳ 「環境に配慮した消費行動の促進」≫ 

実施状況一覧 P3６～P3７より一部抜粋 

【主な取組】 

１２ より良い消費行動の促進 

●４Ｒ推進運動として、小学校等への出前講座や中小事業者への個別訪問指導

を実施しました。 

※４Ｒ・・・ごみ減量のための、次の４つの行動の頭文字を合わせたもの。 

・「Refuse」（リフューズ：発生抑制）・・・不要なものは買わない、使わない。 

・「Reduce」（リデュース：排出抑制）・・・ごみを出さない。 

・「Reuse」（リユース：再使用）・・・ものを繰り返し使う。 

・「Recycle」（リサイクル：再生利用）・・・再び資源として使う。 

 

１３ 環境負荷の低減に向けた基盤の整備 

●再生可能エネルギーの利用促進を図るため、住宅にスマートエネルギー設備

（太陽光発電システム、定置式リチウムイオン蓄電池、Ｖ２Ｈ（ビーグル・

トゥ・ホーム））を設置した市民、又は住宅をＺＥＨ（ネット・ゼロ・エネル

ギー・ハウス）とした市民に対し奨励金を交付しました。 

●次世代クリーンエネルギー自動車の普及を促進するため、燃料電池自動車の

購入者に対し奨励金を交付しました。 

●食品ロス削減月間に、市内店舗での啓発ポスターの掲示を行いました。 

●学校給食で発生する食品残さを飼料化する取組を行いました。 

●家庭系ごみの更なる資源化に向け、有用金属リサイクルとして使用済小型家

電や小型充電式電池を回収して認定事業者へ引き渡しました。 

 

【成果・評価】 

日常生活における環境負荷の低減を図るため、消費者や事業者への４Ｒや食

品ロス削減等に関する普及啓発などを継続して実施することができました。 

また、有用金属リサイクルについて破損や膨張があるリチウムイオン電池等

の回収を始めるなど、持続可能な社会の構築に向けた取組を進めることができ

ました。 

 

【課題】 

市民の消費行動は、環境問題と密接に関わっていることから、ごみの減量を

はじめとした環境負荷の低減及び省エネルギー等に配慮した暮らしへの転換を

促す事業を今後も継続する必要があります。 

 

 

 



15 

 

≪基本施策Ⅴ 「消費者意見の反映と連携の強化」≫ 

実施状況一覧 P3８～P４０より一部抜粋 

【主な取組】 

１４ 消費者意見の反映 

●消費生活相談の相談内容を分析し、消費生活メールマガジンや地域情報紙

等で、悪質商法に係る注意喚起を行いました。 

 

１５ 消費者団体等との連携及び育成 

●さがみはら消費者の会の定例会への参加を中心に、情報交換や情報提供を

通じて、団体の支援に努めました。 

 

１６ 事業者団体等との連携 

●「みんなで考えよう消費生活展」において、関東電気保安協会や桂川・相模

川流域協議会による出展ブースにて情報提供を行い、消費者意識の醸成を

図りました。 

●相模原食品衛生協会が実施した「食中毒予防キャンペーン」に係る取組に

おいて、食中毒予防に関する啓発として経費の一部を支援しました。 

●相模原食品衛生協会が行う自主的な巡回活動を支援するため、当該協会が

委嘱する食品衛生指導員に対し、衛生講習会を開催しました。 

●地域における食生活改善活動を推進するため、食生活改善推進員を養成す

る講座を開催しました。また、食生活改善推進団体わかな会に対し、必要な

知識・技術を習得するための研修会等を行いました。 

●本市と包括連携協定を締結している生命保険会社 3 社と連携し、消費者被

害防止を呼び掛ける啓発チラシを配布しました。 

 

【成果・評価】 

国民生活センター等の発表情報や本市の消費生活相談の情報から、注意が

必要な消費者被害に合わせたメールマガジン等を発信することができたほか、

消費者団体や事業者団体等との連携をとおして消費者行政施策の充実を図る

ことができました。 

 

【課題】 

   日々変化する社会情勢や国の動向等を踏まえ、機会を逃さず啓発活動を展

開していく必要があります。 

消費者団体及び事業者団体等との情報交換や事業の共催等について、今後

さらに連携を進め、より一層効果的な事業を展開していくことが重要です。 
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2 事業実施状況 

①消費生活基本計画の点検・評価について 

消費生活に関する施策は広範な分野に及ぶものであり、第２次計画を着

実に推進していくためには、これらの幅広い分野における取組を具体的に

把握し、市が一体となって消費者行政についての意識を高めていく必要が

あります。 

こうした点から、計画に記載された事業に対する各所管課・組織の実施

状況を年度ごとに取りまとめるとともに、計画の効果的な推進を図るため

点検し、評価を行うものです。 

 

②令和６年度の事業実施結果について 

第２次計画に掲載された具体的施策について推進する組織に対し、施策

の対象となる事業の進捗及び達成状況を照会したところ、１６項目の具体

的施策に基づく９６事業の報告がありました。 

 

③各事業の評価方法について 

（ア）「令和 6 年度進捗状況」 

令和６年度の事業進捗状況について、次の６項目により評価しました。 

評 価 説 明 令和６年度 令和５年度 

実施済 
計画していた事業をすべて実施し

た｡ 
８４ ８３ 

一部実施 
計画していた事業のうち、一部を実

施した。 
３ ４ 

実施不可 
災害等により計画していた事業を

すべて中止した。 
2 １ 

制度利用 

なし 

制度は用意されているが、利用実績

がなかった。 
６ ４ 

検討中 
令和６年度は未実施だが、実施に向

けた準備・検討を行った。 
１ ２ 

未着手 計画していた事業が未着手である。 0 ２ 

※「実施不可」及び「制度利用なし」については、次の「事業の成果」では評

価を行いません。 

※「検討中」については、実施していない場合においても、一定の成果が認め

られる場合は、次の「事業の成果」において A～C の評価をしています。 
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（イ）「事業の成果」 

基本施策ごとに取り組む１６項目の具体的施策について、施策担当課 

の視点に基づき、それぞれの事業の成果について評価しました。 

※「令和６年度進捗状況」において、「検討中」であり実施していない場合に

おいても、一定の評価が認められる場合は、A～C の評価をしています。 

 

（ウ）「今後の進め方」 

事業の成果を踏まえて、今後の取組における方向性を示しました。 

 

 

評 価 説 明 令和６年度 令和５年度 

A 

・新たな取組を開始した。 

・計画していた事業をすべて実施し、

実績値が目標を達成した。 

・実施した事業のアンケート結果が

高評価だったなど、高い効果を得ら

れた。 

８２ ７６ 

B 

・計画していた事業をすべて実施し

たが、実績が目標値に届かなかった。 

・計画していた事業が一部未実施と

なったが、実施した事業は効果があ

ったなど、一定の効果が得られた。 

５ １２ 

C 

・計画していた事業が未着手だっ

た。 

・計画していた事業を一部実施した

が、事業のアンケート結果が低評価

だったなど、あまり効果がなかった。 

０ ０ 

— 
実施不可、制度利用なし、検討中につ

き評価せず。 
９ ８ 

評 価 説 明 令和６年度 令和５年度 

継 続 
継続または内容を充実させるなど

して今後も推進する。 
９ ３  ９ ２  

一部見直し 
事業内容等を一部見直して継続す

る。 
１  ３  

全部見直し 
効果が低いため、廃止も含めて現在

の事業を根本的に見直す。 
２  １  

完  了 事業を完了した。 ０  ０  



基本施策Ⅰ　消費者の安全の確保

通№ 取組状況

R６
実
施
状
況

R６
成
果

R5
実
施
状
況

R5
成
果

今後の課題・
取組等

今後の
進め方

推進し
た組織

1

危
害
情
報
・
危
険
情
報
の
収
集
及
び
提
供
の
推

進

　消費者庁、独立行政法人
国民生活センター、神奈川
県及び各公的機関との連携
により、商品及びサービス
に関する危害情報・危険情
報の収集及び公表を行い、
危害の未然防止及び拡大防
止を図ります。
　中央区弥栄にある国民生
活センター相模原事務所の
商品テスト施設について、
国民生活センターと連携し
て周知を行います。

危
害
情
報
・
危
険
情
報
の
収
集
及
び
提
供

○消費者庁及び国民生活センターから、商品及
びサービスに関する危害情報・危険情報の収集
を行い、情報の内容に応じてホームページの更
新や関係課へ情報提供した。
○神奈川県が主催する会議等に出席し、商品及
びサービスに関する危害情報・危険情報の収集
や情報交換をした。
○国民生活センターの商品テスト施設につい
て、令和6年8月に実施した「夏休み子ども消
費者教室」のイベントで施設見学を実施した。
○4月から1月まで、ＦＭラジオ「FM HOT
８３９」にて、高齢者の消費者被害の防止に係
る見守り及び消費生活総合センターの窓口を案
内した。
○メールマガジンを用いた情報発信を実施した
（送信回数55回）。

実
施
済

Ａ
実
施
済

A

○多様化・複雑化する消費
者トラブルについて、引き
続き効果的な啓発の手法を
検討する。
〇ホームページに掲載する
情報は最新の状態に保つと
ともに、市民に分かりやす
い掲載方法を検討する。
〇商品テスト施設の周知方
法を検討する。

継続 市民局

2

環
境
衛
生
営
業
施
設
等
の
監
視
指
導
の
徹
底

　旅館業、興行場、公衆浴
場、理容所、美容所及びク
リーニング所の環境衛生営
業６業種について、施設等
の衛生管理の徹底を図り、
自主管理を促進します。
　また、スポーツクラブ等
のプールや夏季に一般開放
されている学校プール施設
について管理運営の徹底を
図り、危険防止を図るた
め、監視指導を実施しま
す。

環
境
衛
生
営
業
施
設
等
指
導
事
業

○理容所、美容所等環境衛生営業6業種につい
て施設等の衛生管理の徹底を図り、自主管理を
促進した。
○スポーツクラブ等のプール施設について管理
運営の徹底を図り、危険防止を図るため、監視
指導を実施した。
・環境衛生営業施設監視指導件数：①理容所
（68件）②美容所（243件）③ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ所
（36件）④旅館（48件）⑤興行場（4件）⑥
公衆浴場（34件）
・プール施設監視指導件数：21件

実
施
済

Ａ
実
施
済

A

○今後も環境衛生営業施設
等について、法令に基づく
監視指導を実施し、利用す
る市民の健康と安全の確保
に努める。

継続 保健衛
生部

3

危
害
情
報
の
収
集
及
び
提
供

○厚生労働省、他自治体との連絡調整会議に参
加し、情報を共有･収集した。
〇市内の食中毒発生件数：6件
○食品等事業者が自ら着手した食品等の自主回
収情報について、届出を受理した。
・受理件数：６件

実
施
済

Ａ
実
施
済

A

○今後も食の安全確保の観
点から継続して実施してい
く。

継続 保健衛
生部

4

食
品
中
に
含
ま
れ
る
放
射
性
物
質

検
査
結
果
の
公
表

○市内に流通する食品の放射性物質検査を実施
し、その結果をホームページを通じて情報提供
を行った。
・食品検査数：20件
・違反食品数：0品目
○厚生労働省、農林水産省又は各自治体が実施
している食品中の放射性物質の検査結果につい
て、随時情報を収集した。 実

施
済

Ａ
実
施
済

A

○今後も、食品の抜取り検
査の一貫として、市内に流
通する加工食品の検査を継
続して実施していく。

継続 保健衛
生部

5

市
内
農
産
物
の
放
射
性

物
質
検
査

○食の安全・安心の確保と風評被害の防止を図
るため、市内産農畜産物の放射性物質検査を実
施し、検査結果についてはホームページを通じ
て情報提供を行う。

※令和２年度から休止

実
施
不
可

ー

実
施
不
可

—

本市の放射能対策が平常時
体制に移行したことから、
現在は検査を休止してい
る。

継続 経済部

6

食
品
衛
生
関
係
施
設
の

監
視
指
導
の
徹
底

　食品関係営業施設等への
立入検査や食品の抜取り検
査、監視指導を徹底すると
ともに、食品等事業者に対
する食品衛生思想の普及啓
発や自主的な衛生管理を促
進します。

食
品
衛
生
関
係
施
設
の

監
視
指
導

○食品衛生関係施設への立入検査を実施し、食
品衛生法関係法令に基づく衛生指導を実施し
た。
・対象施設数：9,682件
・立入検査数：2,891件 実

施
済

Ａ
実
施
済

A

○効果的な立入検査の実施
に努める。
○食品等事業者による自主
的な衛生管理の促進を図
る。

継続 保健衛
生部

施
策

主な取組

施
策
２

食
の
安
全
性
の
確
保

事
業
名

施
策
１

商
品
・
サ
ー

ビ
ス
の
安
全
性
の
確
保

危
害
情
報
の
収
集
及
び
提
供
の
推
進

　厚生労働省、農林水産
省、神奈川県及び各公的機
関との連携を図り、製品の
自主回収情報の収集・公表
を行います。
　市内で食中毒が発生した
際は、報道機関を通して情
報提供を行います。

18



基本施策Ⅰ　消費者の安全の確保

通№ 取組状況

R６
実
施
状
況

R６
成
果

R5
実
施
状
況

R5
成
果

今後の課題・
取組等

今後の
進め方

推進し
た組織

施
策

主な取組
事
業
名

7

市
内
に
流
通
す
る
食
品
の
抜
取
り

検
査
及
び
衛
生
指
導

○食品の検査及び違反食品等に対する指導等を
行った。
・食品検査数：356件
・主な検査項目：①微生物②食品添加物
　③農薬④動物用医薬品
・規格基準違反食品数：0品目
・食品表示基準違反食品数：0品目

○施設設備等の拭き取り検査を行い、衛生指導
等を行った。
・拭き取り検査数：99検体

実
施
済

Ａ
実
施
済

A

○効果的な検査の実施に努
める。
○食品等事業者による自主
的な衛生管理の促進を図
る。

継続 保健衛
生部

8

事
業
者
へ
の
食
品
衛
生
思
想

の
普
及
啓
発

○食品衛生責任者等への衛生講習会を開催し
た。講習会については、会場受講型に加え、イ
ンターネット視聴型でも実施した。また、イン
ターネット環境がない者には動画を録画したＤ
ＶＤを貸し出した。
①会場受講型
・開催回数：41回
・参加者数：1,245人
②インターネット視聴型・ＤＶＤレンタル型
・参加者数：1,606人

実
施
済

Ａ
実
施
済

A

〇今後もインターネットを
活用した普及啓発を促進す
る。
○食品等事業者による自主
的な衛生管理の促進を図
る。

継続 保健衛
生部

9

飲
料
水
の
安
全
性
の
確
保

　飲料水の安全性を確認す
るため、市民からの依頼に
より、飲用井戸及び小規模
水道等について水質検査を
実施します。

市
民
か
ら
の
依
頼
に
よ
る

飲
料
水
の
水
質
検
査

○市民からの依頼による水質検査を実施した。
・検査実施件数：71件

実
施
済

Ａ
実
施
済

A

○対象者が限定されるた
め、事業の見直しを検討す
る。

全部見
直し

保健衛
生部

10

食
の
安
全
・
安
心
に
係
る
リ
ス
ク

コ
ミ
ュ

ニ
ケ
ー

シ
ョ

ン
の
推
進

　食の安全・安心に係るリ
スクコミュニケーション
（食品の安全の確保に関す
る情報及び意見の交換）を
推進するため、消費者団
体、食品等事業者、学識経
験者及び市民で構成する
「相模原市食の安全・安心
懇話会」を開催し、情報提
供及び意見交換を行いま
す。

相
模
原
市
食
の
安
全
･
安
心
懇
話
会

○食の安全･安心に係るリスクコミュニケー
ションを推進するため、消費者団体、食品等事
業者、学識経験者、市民で構成する相模原市食
の安全･安心懇話会を開催し、情報提供及び意
見交換を実施した。
・開催日：①令和6年7月29日（月）
               ②令和6年12月20日（金）
・構成員：10人
・内容：①令和5年度監視指導計画に基づく実
施結果について、令和6年度監視指導計画につ
いて、食中毒事件等について
②令和7年度監視指導計画(案)の概要につい
て、食中毒事件等について

実
施
済

Ａ
実
施
済

A

○今後も引き続き、消費者
や食品等事業者等の意見交
換や情報提供を行い、有意
義なリスクコミュニケー
ションの推進を図る。

継続 保健衛
生部

11

建
築
物
の
耐
震
化
の
促
進

　地震時における建築物の
安全に対する意識の向上を
図り、災害に強い安全なま
ちづくりを推進するため、
耐震化に関する相談を実施
し、補助制度等の情報提供
を行うとともに、補助制度
の運用や普及啓発活動を行
います。

既
存
建
築
物
等
総
合

防
災
対
策
事
業

○職員による相談対応については窓口及び電話
等で常時受け付け、補助制度等の情報を提供し
た。
・相談件数：128件
○市内の公民館等で専門家による巡回相談を実
施した。
・実施回数：24回（年間）
・相談件数：123件

実
施
済

Ａ
実
施
済

A

○今後も住まいの安全に関
する相談を実施すると共に
耐震に関する普及啓発、情
報提供を行い、市民の安全
の確保に努める。

継続 まちづ
くり推
進部

12

健
康
的
な
居
住
環
境
の
確
保

　シックハウス症候群や居
住環境への不安についての
相談を受け付け、情報の提
供を行います。
　また、大規模公共施設、
大型店舗等の不特定多数の
市民が利用する建築物につ
いて、建築物における衛生
的環境の確保に関する法律
（昭和４５年法律第２０
号）に基づく空気環境や水
質の維持管理等を指導しま
す。

住
居
及
び
特
定
建
築
物
に
お
け
る

衛
生
的
環
境
の
確
保

○シックハウス症候群や居住環境への不安につ
いての相談を受け付け、情報提供を行った。
・相談件数（シックハウス）：3件
〇特定建築物監視件数：24件

実
施
済

Ａ
実
施
済

A

○今後もシックハウス症候
群や居住環境への不安につ
いての相談、情報提供を行
う。また、必要に応じた室
内空気環境の測定を行うと
ともに特定建築物の維持管
理に関する監視指導を実施
し、市民の健康と安全の確
保に努める。

継続 保健衛
生部

施
策
２

食
の
安
全
性
の
確
保

食
品
衛
生
関
係
施
設
の
監
視
指
導
の
徹
底

　食品関係営業施設等への
立入検査や食品の抜取り検
査、監視指導を徹底すると
ともに、食品等事業者に対
する食品衛生思想の普及啓
発や自主的な衛生管理を促

進します。

施
策
３

住
ま
い
と
居
住
環
境
の
安
全
性
の
確
保

19



基本施策Ⅰ　消費者の安全の確保

通№ 取組状況

R６
実
施
状
況

R６
成
果

R5
実
施
状
況

R5
成
果

今後の課題・
取組等

今後の
進め方

推進し
た組織

施
策

主な取組
事
業
名

13
施
策
３

住
ま
い
と
居
住
環
境
の
安
全
性
の
確
保

ハ
ザ
ー

ド
マ
ッ

プ
に
よ
る

情
報
提
供
の
推
進

　土砂災害のおそれがある
箇所や洪水による浸水想定
区域、降雨による住宅浸水
被害等の想定区域を記載し
たハザードマップについ
て、市ホームページ等を通
した情報提供を行い、避難
場所や避難行動の周知を図
ります。

ハ
ザ
ー

ド
マ
ッ

プ
に
よ
る
情
報
提
供

〇急傾斜地の崩壊に係る土砂災害特別警戒区域
が追加指定されたことから、ホームページで情
報提供を行った。
〇土砂災害や洪水、降雨による住宅浸水被害等
の災害から避難等に役立ててもらうため、ハ
ザードマップなどを活用し、避難場所や避難行
動の周知を行った。

実
施
済

Ａ
実
施
済

A

〇急傾斜地の崩壊に係る土
砂災害特別警戒区域の再調
査により追加指定・解除さ
れる場合には、土砂災害ハ
ザードマップを改訂する。
〇土砂災害や洪水、降雨に
よる住宅浸水被害等の災害
から避難等に役立ててもら
うため、ハザードマップな
どを活用し、避難場所や避
難行動の周知に努める。

継続 危機管
理統括
部

14

不
適
正
な
取
引
事
業
者
に

対
す
る
指
導

　不適正な取引行為が疑わ
れる事業者に対し調査を行
い、不適正等の事実が確認
された場合は消費生活条例
に基づき、指導等の措置を
行います。
　また、神奈川県との連絡
会議において、不適正な取
引行為を行う事業者の情報
交換や、今後の指導に関す
る検討を行います。

不
適
正
な
取
引
事
業
者
に
対
す

る
調
査
及
び
指
導

○神奈川県及び神奈川県警察本部、横浜市、川
崎市との連絡会議（消費者被害拡大防止連絡会
議）を持ち、不適正な取引行為を行う事業者の
情報交換や、今後の指導について検討した。
開催回数：４回

実
施
済

Ａ
実
施
済

A

○市内の消費者被害につい
て、情報収集するととも
に、消費生活条例に抵触す
る取引行為を確認した場合
は、迅速な指導を図る。
○県及び県警、県内政令市
との情報交換を行い、合同
指導等、効果的な指導につ
いて検討する。

継続 市民局

15

事
業
者
等
に
対
す
る
消
費

生
活
に
係
る
取
組
の
周
知

　事業者及び事業者団体に
対し、消費生活条例に定め
られた責務の周知を図り、
市民が安全で安心できる消
費生活の確保に向けた措置
を講じるよう求め、消費生
活条例に則した取組を促進
します。

事
業
者
等
に
対
す
る
消
費
生

活
条
例
の
周
知

○消費生活条例について、ホームページに掲載
した。

実
施
済

Ａ
実
施
済

A

○条例の内容等について、
効果的に周知する方法を引
き続き検討する。

継続 市民局

16

家
庭
用
品
品
質
表
示
法
及
び
製
品
安
全

４
法
に
基
づ
く
適
正
表
示
の
確
保

　家庭用品品質表示法及び
製品安全４法（消費生活用
製品安全法、電気用品安全
法、ガス事業法及び液化石
油ガスの保安の確保及び取
引の適正化に関する法律）
に基づく立入検査を行い、
安全性に係る適正表示の確
保を図ります。

家
庭
用
品
品
質
表
示
法
及
び
製
品

安
全
４
法
に
基
づ
く
立
入
検
査

○製品安全に係る５つの法律に基づき、安全性
の表示等について立入検査を実施した。
【検査品目数及び検査点数】
・家庭用品品質表示法：29品目（5,203点）
・消費生活用製品安全法：4品目（139点）
・電気用品安全法：3品目（219点）
・ガス事業法：1品目（41点）
・液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化
に関する法律：2品目（87点）

実
施
済

Ａ
実
施
済

A

○効果的な検査の実施に努
める。

継続 市民局

17

【

食
品
表
示
の
適
正
化
に
向
け
た
取
組
の
推
進
】

ア
　
食
品
表
示
に
係
る
相
談
事
例
等
の
情
報
共
有

　消費者や事業者からの食
品表示に関する相談、立入
調査等の情報を関係各課で
共有し、適切な指導や効果
的な啓発について協議しま
す。

食
品
表
示
に
係
る
関
係
部
署
と
の
情
報
交
換

○消費者又は事業者からの相談事例について、
庁内関係機関と随時情報共有、情報交換を行っ
た。

実
施
済

Ａ
実
施
済

A

○事業者が適正に表示でき
るよう連携するとともに、
食品表示法違反事例に対処
するため、今後も継続して
情報共有を図っていく。

継続 市民局
保健衛
生部
経済部施

策
５

表
示
の
適
正
化

施
策
４

消
費
者
取
引
の
適
正
化

20



基本施策Ⅰ　消費者の安全の確保

通№ 取組状況

R６
実
施
状
況

R６
成
果

R5
実
施
状
況

R5
成
果

今後の課題・
取組等

今後の
進め方

推進し
た組織

施
策

主な取組
事
業
名

18

イ
　
ア
レ
ル
ギ
ー

物
質
等
の
食
品
表
示
の

適
正
確
保

　食品等事業者への立入検
査、抜取り検査等の実施に
より、食品表示法（平成２
５年法律第７０号）に基づ
くアレルギー物質等の適正
表示を指導することで、飲
食に起因する健康被害の発
生防止を図ります。

食
品
衛
生
関
係
施
設
へ
の
食
品
表
示

に
関
す
る
指
導

○立入検査及び市内に流通する食品の抜き取り
検査及び食品等事業者に対する講習会の実施等
を通して適正表示の指導を実施した。
・立入検査数：2,891件
・食品等検査数：455件
・講習会参加者数：3,465人

実
施
済

Ａ
実
施
済

A

○効果的な検査の実施に努
める。
○食品等事業者による自主
的な衛生管理の促進を図
る。

継続 保健衛
生部

19

ウ
　
栄
養
成
分
表
示
及
び
誇
大
広
告
等
の

禁
止
に
つ
い
て
の
指
導

　消費者が栄養に関する情
報を正しく得て食品を選択
できるよう、事業者からの
相談又は消費者からの通報
に基づき、栄養成分表示の
表示方法や表示内容、食品
の広告内容に対する指導を
行います。

栄
養
成
分
表
示
及
び
誇
大
広
告
等
の

禁
止
に
つ
い
て
の
指
導

○食品関連事業者等に対して、栄養成分表示の
表示方法や表示内容、食品の広告内容に関する
指導及び改善指導を実施した。
・個別指導件数：8件

実
施
済

Ａ
実
施
済

A

○関係課と連携して、適切
な表示方法を周知し、指導
していく。

継続 保健衛
生部

20

ま
ち
か
ど
講
座

（

栄
養
表
示
を
活
用
し
よ
う
！
！
）

○市民に対して、加工食品に表示されているエ
ネルギーや塩分などの栄養成分表示の読み方
と、加工食品や外食メニューに表示されている
栄養成分表示を活用した上手な食事の食べ方に
ついての講話を行った。
・実績：1件

実
施
済

Ａ
実
施
済

A

○原則的に加工食品で義務
表示となった栄養成分表示
について、市民へ適切な活
用方法の普及啓発を行う。

継続 保健衛
生部

21

地
域
に
お
け
る
栄
養
成
分
表
示

普
及
啓
発
事
業

○公民館等で、クイズや展示、資料配布により
栄養成分表示についての知識の普及啓発を図
る。
・実績：5件

実
施
済

Ａ
実
施
済

A

○市民が栄養成分表示を適
切に活用していくことがで
きるよう、イベントや公民
館まつりなどの場で表示の
見方について等の普及啓発
を行う。

継続 保健衛
生部

22

オ
　
産
地
等
に
係
る
適
正
表
示

の
確
保
【

新
規
】

　食品表示法に基づく原産
地、原材料等の品質事項に
ついて、事業者からの表示
に関する相談に対応し、ま
た、不適正な表示について
指導を行うことにより、消
費者が合理的な食品選択が
できるよう、食品表示の適
正化を図ります。

品
質
事
項
に
係
る
適
正
表
示

の
啓
発
・
指
導

○食品表示法に基づく品質事項について、事業
者からの原産国等表示のルールに関する相談へ
の対応及び立入調査を行った。

実
施
済

Ａ
実
施
済

A

食品表示法に基づく品質事
項について、事業者等から
の表示に関する相談に対応
し、食品表示の適正化を図
る。

継続 経済部

エ
　
栄
養
成
分
表
示
の
普
及
啓
発

　生涯学習センターのまち
かど講座や食生活改善推進
団体との協力による講習会
等の実施により、栄養成分
表示の活用方法を普及する
ことで、消費者が適切な食
品選択を行い、健康づくり
につなげることができるよ
うにします。
　また、保健機能食品（特
定保健用食品・機能性表示
食品等）についての情報提
供を行います。

施
策
５

表
示
の
適
正
化

21



基本施策Ⅰ　消費者の安全の確保

通№ 取組状況

R６
実
施
状
況

R６
成
果

R5
実
施
状
況

R5
成
果

今後の課題・
取組等

今後の
進め方

推進し
た組織

施
策

主な取組
事
業
名

23
施
策
５

表
示
の
適
正
化

健
康
づ
く
り
応
援
店
の
普
及
促
進

　栄養成分表示、ヘルシー
メニューの提供、ヘルシー
サービスの提供又は健康栄
養情報の提供から１つ以上
のサービスを実施する飲食
店、惣菜店、コンビニエン
スストア等を「健康づくり
応援店」として登録し、消
費者が外食等の際に自身の
健康管理に配慮した食事が
できるよう、栄養成分表示
や栄養情報の提供等を支援
します。

健
康
づ
く
り
応
援
店
の
普
及
促
進

○市民が外食等の際に自身の健康管理に配慮し
た食事ができるよう、受動喫煙防止に配慮する
ことを前提として飲食店等での栄養成分表示
や、栄養に関する情報等の提供、食事量に配慮
した食事の提供、に取り組む飲食店を増やし食
環境の整備を図った。
・登録店舗数：74店舗

実
施
済

Ａ
実
施
済

A

○事業者及び市民への事業
周知の機会が減少してい
る。新規登録店舗の増加の
ため、効果的な周知方法に
ついて検討をしていく。

継続 保健衛
生部

24

特
定
計
量
器
の
定
期
検
査
の
実
施
に
よ
る

適
正
な
計
量
表
示
の
推
進

　計量法に基づき、取引や
証明行為に使用される計量
器に対する定期検査を実施
し、適正な計量表示を推進
します。 特

定
計
量
器
の
定
期
検
査

○計量法に基づき、取引行為に使用される計量
器について、指定定期検査機関（神奈川県計量
協会）への委託によるはかりの定期検査を実施
した。
・検査対象：非自動はかり（質量計）、分銅及
びおもり
・検査台数：1,175台

実
施
済

Ａ
実
施
済

A

○計量法に定められた2年
に1回の検査を実施し、事
業者が使用するはかりの精
度の確保や消費者に対する
適正計量の維持を図ってい
く。

継続 市民局

25

事
業
者
へ
の
立
入
検
査

○計量器の適正な使用及び管理状況について確
認するため、事業者への立入検査を行った。
【検査件数及び台数】
・質量計：6件（29個）
・ＬＰガスメーター：2件（5,763個）
・タクシーメーター：2件（63個）
・燃料油（灯油）メーター：4件（34個）

実
施
済

Ａ
実
施
済

A

○効果的な検査の実施に努
める。

継続 市民局

26

商
品
の
量
目
検
査

○食肉類、魚介類、青果類、惣菜類を対象に、
店頭で計量、包装されている商品についての量
目検査を実施した。
・検査件数：6件
・検査個数：①食肉類（100個）②魚介類
（107個）③青果類（105個）④惣菜類
（112個）
○神奈川県及び県下の計量特定市8市との共同
により、特定の同一品目を定め、試買による量
目検査を実施した。
・対象品目：米菓
・検査個数：5種類（25個）

実
施
済

Ａ
実
施
済

A

○効果的な検査の実施に努
める。

継続 市民局

27

適
正
な
計
量
管
理
の
推
進

　適正な計量管理を推進す
るため、神奈川県及び県下
の計量特定市と連携し、
「正量取引強調月間」（年
２回）及び「計量管理強調
月間」（年１回）に、ポス
ター等による啓発や適正計
量管理事業所に対する管理
実態の立入調査等を実施し
ます。
　また、神奈川県計量協会
等と連携し、計量思想の普
及啓発を図る事業を実施し
ます。

計
量
思
想
の
普
及
・
啓
発

○神奈川県及び県下の計量特定市８市との共同
により、計量に関する啓発活動を行った。
○正量取引強調月間運動：商取引における計量
の適正化と計量思想の啓発を図るため、ポス
ターを作成し配布した。
・配布先：市内の公共施設及び製造事業者、小
売事業者
○計量管理強調月間運動：計量法に基づく適正
な計量管理を促すため、「適正計量管理事業
所」の指定を受けた事業所に対する啓発活動等
を行った。
○11月の計量管理強調月間に、啓発ポスター
及び標語のステッカーを作成し配布した。

実
施
済

Ａ
実
施
済

A

○製造及び流通業について
適正計量の啓発を行い、計
量に対する意識の向上を
図っていく。
○適正計量管理事業所につ
いては、良好な計量管理が
行われているため、報告書
の徴収と立入検査によって
引き続き状況把握に努め
る。

継続 市民局

事
業
者
へ
の
啓
発
指
導
の
推
進

　計量器を使用する事業者
に対して立入検査を行い、
計量器の使用状況や管理体
制の確認及び啓発指導を行
います。
　また、店頭で販売されて
いる食肉類、魚介類、青果
類、惣菜類等を対象に、試
買及び店頭での商品抜取り
による量目検査を実施し、
適正計量の確認と啓発指導
を行います。

施
策
６

計
量
の
適
正
化

22



基本施策Ⅱ　消費者被害の未然防止と救済体制の強化

通№ 取組状況

R６
実
施
状
況

R６
成
果

R5
実
施
状
況

R5
成
果

今後の課題・
取組等

今後の
進め方

推進し
た組織

28

消
費
生
活
相
談
の
推
進

　市民から消費生活に関す
る相談や苦情を受け付け、
解決のための助言やあっせ
んを行います。

消
費
生
活
相
談
事
業

○市民から消費生活に関する相談や苦情を受け
付け、解決のための助言やあっせんを行った。
・相談場所
消費生活総合センター
・相談時間
月～金
9時～16時（第2、4金曜日は18時まで）
土・日・祝日（12/29～1/3を除く）
9時～正午、13時～16時
・相談方法
電話、来所、オンライン（中央区及び南区市民
相談室からのインターネット回線を通じたオン
ライン相談）
・相談件数
5,746件（苦情5,438件、問合せ308件）

実
施
済

Ａ
実
施
済

A

○多様化・複雑化する相談
に対応するため、更なる機
能強化について検討する。

継続 市民局

29

町
田
市
と
の
相
互
相
談

○平成12年に開催された首長懇談会により、
平成13年度から町田市との相互相談（来所相
談のみ）を開始した。
・相模原市民が町田市へ相談：１８件
・町田市民が相模原市へ相談：１９件
○消費生活相談会議を開催し、情報交換を行っ
た。
・実施日：令和７年２月１３日（木）

実
施
済

Ａ
実
施
済

A

○今後も町田市と情報交換
をしながら、相互相談を実
施する。

継続 市民局

30

消
費
生
活
セ
ン
タ
ー

強
化
事
業

○若年層（学生）の相談機会創出のため、市内
に所在する大学等に向けて、各学校が設置する
学生相談室等を介してオンライン相談の提供を
案内し、桜美林大学での運用を開始した。
なお、オンライン相談実績については、既設の
南区市民相談室及び中央区市民相談室を含めて
０件だった。

実
施
済

Ｂ
実
施
済

B

〇相談者の利便性を考慮し
て、相談しやすい環境を検
討する。

継続 市民局

31

消
費
生
活
セ
ン
タ
ー

及
び
相
談
事
業
の
周
知

　消費者問題に関する相談
窓口である消費生活セン
ターについて、関係機関と
の連携や多様な媒体を活用
し、市民周知を図ります。
　また、消費者被害の未然
防止・拡大防止の観点か
ら、消費生活相談の状況を
分析し啓発活動を実施しま
す。

消
費
生
活
セ
ン
タ
ー

及
び
相
談
事
業
の
周
知

○関東甲信越ブロック高齢者被害防止キャン
ペーン等の時期に、公共施設にてパネルを掲出
した。
○各区ガイドマップ等、他課で作成された啓発
冊子等に相談窓口の情報を掲載した。
○5月から2月まで、「タウンニュース」に消
費生活センターの相談窓口等の広告を掲載し
た。
○メールマガジン、相模原市公式ＬＩＮＥを用
いて警戒情報等の発信とともにセンターの業務
を周知した。
○高齢者の消費者被害の防止に係る見守り及び
消費生活総合センターの窓口を案内する30秒
の動画を庁舎内で放映した。
○本市と包括連携協定を締結している生命保険
会社３社と連携して、啓発チラシを店舗での配
架や顧客宅を訪問する際に配布した。
○4月から1月まで、ＦＭラジオ「FM HOT
８３９」にて、高齢者の消費者被害の防止に係
る見守り及び消費生活総合センターの窓口を案
内した。

実
施
済

Ａ
実
施
済

A

○より多くの市民へ周知す
るため、効果的な啓発活動
について検討する。

継続 市民局

施
策

主な取組
事
業
名

施
策
７

消
費
生
活
相
談
の
充
実

消
費
生
活
セ
ン
タ
ー

の
機
能
強
化

　相談窓口体制について、
相談時間の拡充や出張相談
の実施など、相談者の利便
性向上を検討します。
　また、関係各課・機関等
と連携を図り、消費者の安
全確保及び消費者教育の推
進に向けた取組を実施しま
す。
　消費生活相談の状況を分
析し、効果的な啓発活動や
迅速な情報提供、消費生活
学習事業の実施、事業者指
導などを一元的に実施し、
消費生活センターの機能強
化を図ります。
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基本施策Ⅱ　消費者被害の未然防止と救済体制の強化

通№ 取組状況

R６
実
施
状
況

R６
成
果

R5
実
施
状
況

R5
成
果

今後の課題・
取組等

今後の
進め方

推進し
た組織

施
策

主な取組
事
業
名

32

多
重
債
務
相
談
の
推
進

　多重債務問題の早期解決
を図るため、神奈川県弁護
士会及び神奈川県司法書士
会と連携した多重債務の専
門相談を実施します。

多
重
債
務
相
談

○弁護士と司法書士による多重債務相談を実施
した。
・弁護士相談：４０件
・司法書士相談：２件
○神奈川県、神奈川県弁護士会、神奈川県司法
書士会、日本司法支援センター神奈川地方事務
所の主催する多重債務者相談強化キャンペーン
の一環として、多重債務者特別相談会を実施し
た。
・実施日：令和６年11月２１日（木）、11月
２８日（木）、１２月５日（木）

実
施
済

Ａ
実
施
済

A

○多重債務者の問題解決に
ついて効果が得られてお
り、関係団体との協力によ
り、今後も事業を継続して
いく。
○司法書士による相談が近
年ないため、周知等の対策
を検討する。

継続 市民局

33

関
係
機
関
と
の
連
携
に
よ
る
多
重
債
務
問
題
へ
の
対
処

　ギャンブル等依存症対策
や自殺対策など、多重債務
問題と関係が深い事業につ
いて、情報交換等を通して
連携を図ります。

関
係
機
関
と
の
連
携
に
よ
る
多
重
債
務
問
題
へ
の
早
期
対
処

○多重債務者対策の一環として、庁内の「自殺
総合対策に係る庁内会議」に参加し、情報交換
等を行った。
・実施日：
第一回：令和６年８月８日（木）
第二回：令和７年１月２９日（金）

実
施
済

Ａ
実
施
済

B

○各所管課との横断的な情
報共有の仕組みづくりをさ
らに進めるとともに、消費
生活相談員と情報を共有し
て迅速な対応がとれる体制
を維持する。

継続 市民局
地域包
括ケア
推進部

34

消
費
生
活
相
談
員
の
人
材
育
成

　新たな消費者問題や高度
な消費生活相談に対応して
いくため、消費生活相談員
に対する専門的な研修機会
を充実させるなど、消費生
活相談員の資質の向上を図
ります。

消
費
生
活
相
談
員
支
援
事
業

○国民生活センターや県等が主催する研修に消
費生活相談員を派遣した。
・国民生活センター　９回（延１２人）
・県　　　　　　　　１８回（延１４３人）
・その他　　　　　　2回（延８人）

実
施
済

Ａ
実
施
済

A

○今度も相談対応を充実さ
せるため、研修参加の機会
を確保する。

継続 市民局

35
施
策
８

消
費
者
被
害
の
未
然
防
止
と
救
済

成
年
後
見
制
度
の
利
用
支
援
の
推
進

　成年後見制度の利用によ
り、判断能力が十分ではな
い高齢者や障害者等の消費
者被害の未然防止及び救済
を図るとともに、制度利用
を促進するための取組を実
施します。
　また、養成研修を実施
し、同じ市民としての感覚
や立場で活動する市民後見
人の育成及び活動支援を行
います。

成
年
後
見
制
度
利
用
支
援
事
業

○成年後見制度において、判断能力が十分でな
い方で身寄りがない場合等に、市長が本人に代
わって審判申立ての手続きを行った。
・申立件数：51件（高齢者）、10件（障害
者）
〇申立費用や後見人等に対する報酬の負担能力
がない方に、その助成を行った。
・助成件数：160件（高齢者）、82件（障害
者） 実

施
済

Ａ
実
施
済

A

○成年後見制度の利用者は
今後も増加すること見込ま
れるため、引き続き事業を
実施していく。

継続 地域包
括ケア
推進部

施
策
７

消
費
生
活
相
談
の
充
実
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基本施策Ⅱ　消費者被害の未然防止と救済体制の強化

通№ 取組状況

R６
実
施
状
況

R６
成
果

R5
実
施
状
況

R5
成
果

今後の課題・
取組等

今後の
進め方

推進し
た組織

施
策

主な取組
事
業
名

36

市
民
後
見
人
養
成
・
支
援
事
業

〇認知症等により成年後見制度の利用が必要と
なる高齢者等の増加に対応するため、同じ市民
としての目線や立場で活動ができる市民後見人
の養成研修を一部実施した。
〇市民後見人受任者等に対して、支援を行っ
た。
・市民後見人養成研修修了者数：11人
（R7.3.末））
・フォローアップ研修：3回 実

施
済

Ａ
実
施
済

A

○成年後見制度の利用者が
増加する一方で、成年後見
人等の担い手不足が深刻化
している。市民後見人の養
成を行うことで担い手不足
の解消を図るとともに、家
庭裁判所から選任された市
民後見人や市民後見人候補
者の支援を実施していく。

継続 地域包
括ケア
推進部

37

さ
が
み
は
ら
成
年
後
見
・
あ
ん
し
ん
セ
ン
タ
ー

に
お
け
る
事
業

〇日常生活において財産の保全又は管理が困難
な障害者・高齢者等の権利を擁護し在宅生活の
安定を図るため日常生活自立支援事業を実施し
た。
・福祉サービス利用援助・日常的金銭管理サー
ビス　(利用人数：161人（R7.3末）)
・書類等預かりサービス(利用人数：15人
（R7.3末）)
・相談援助(相談件数：R6延べ9,392件)
〇後見人等として、被後見人等の財産管理や身
上保護等の法定後見業務を行う法人後見事業を
実施した。
・法人後見事業(受任件数：23件(R7.3.末)) 実

施
済

Ａ
実
施
済

A

○判断能力が十分でない障
害者や高齢者に対して、日
常的な金銭管理や契約の締
結などを支援することは権
利擁護の観点から重要であ
るため、今後も継続して実
施していく。

継続 地域包
括ケア
推進部

38

高
齢
者
に
対
す
る
見
守
り
体
制
の
推
進

○連絡会議等を通じて、地域包括支援センター
で契約トラブルに関する見守りを呼び掛けると
ともに、高齢者に対する消費者被害防止のため
の見守りに関する啓発チラシを配布した。
○本市包括連携協定先である生命保険会社３社
と連携して、啓発チラシを店舗での配架や顧客
宅を訪問する際に配布した。
○5月から2月まで、「タウンニュース」に消
費生活センターの相談窓口等の広告を掲載し
た。
○4月から１月まで、ＦＭラジオ「FM HOT
８３９」にて、高齢者の消費者被害の防止に係
る見守り及び消費生活総合センターの窓口を案
内した。

実
施
済

Ｂ
実
施
済

B

○今後とも消費生活推進会
議等で情報提供や意見交換
を行うと共に、民生委員や
老人クラブ、地域包括支援
センター、介護保険事業所
などとの連携について検討
する。
○高齢者等の見守り体制を
強化するため、見守りネッ
トワークを設置する。

継続 市民局
地域包
括ケア
推進部

39

地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー

に
お
け
る
普
及
啓
発
事
業

〇地域包括支援センターが作成している高齢者
地域情報誌に、消費者被害に関することや消費
生活総合センターなどの相談先を記載し、配布
した。

一
部
実
施

Ｂ

一
部
実
施

B

○今後も、さまざまな機会
をとらえ、情報共有や注意
喚起を行っていく。

継続 地域包
括ケア
推進部

施
策
８

消
費
者
被
害
の
未
然
防
止
と
救
済

成
年
後
見
制
度
の
利
用
支
援
の
推
進

　成年後見制度の利用によ
り、判断能力が十分ではな
い高齢者や障害者等の消費
者被害の未然防止及び救済
を図るとともに、制度利用
を促進するための取組を実
施します。
　また、養成研修を実施
し、同じ市民としての感覚
や立場で活動する市民後見
人の育成及び活動支援を行
います。

高
齢
者
に
対
す
る
見
守
り
の
推
進

　地域包括支援センターや
民生委員・児童委員、自治
会、老人クラブ、事業者団
体などの地域における多様
な主体と連携を図り、各種
事業を通して高齢者に対す
る消費者被害の未然防止及
び早期発見と救済を図りま
す。
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基本施策Ⅱ　消費者被害の未然防止と救済体制の強化

通№ 取組状況

R６
実
施
状
況

R６
成
果

R5
実
施
状
況

R5
成
果

今後の課題・
取組等

今後の
進め方

推進し
た組織

施
策

主な取組
事
業
名

40

障
害
者
等
に
対
す
る
見
守
り
の
推
進

　民生委員・児童委員、自
治会、事業者団体などの地
域における多様な主体と連
携を図り、各種事業を通し
て障害者等に対する消費者
被害の未然防止及び早期発
見と救済を図ります。

障
害
者
等
に
対
す
る
見
守
り
体
制
の
推
進

○5月から2月にかけて、市内全域で新聞に折
り込まれる「タウンニュース」に見守りに関す
る広告を掲載した。
○本市包括連携協定先である生命保険会社３社
と連携して、啓発チラシを店舗での配架や顧客
宅を訪問する際に配布した。
○4月から1月まで、ＦＭラジオ「FM HOT
８３９」にて、高齢者の消費者被害の防止に係
る見守り及び消費生活総合センターの窓口を案
内した。
〇支援学校等への出前講座：１件

実
施
済

Ａ

一
部
実
施

B

〇障害者の支援団体や支援
学校等に出前講座の利用を
呼び掛けていく。

継続 市民局
地域包
括ケア
推進部

41

事
業
者
団
体
等
と
連
携
し
た
見
守
り
の
推
進

【

新
規
】

　地域に密着した事業者団
体等と連携し、消費者被害
の未然防止及び早期発見と
救済を目的とした高齢者、
障害者等の見守りを推進し
ます。

事
業
者
団
体
等
と
連
携
し
た
見
守
り
の
推
進

○本市包括連携協定先である生命保険会社３社
と連携して、啓発チラシを店舗での配架や顧客
宅を訪問する際に配布した。
○連絡会議等を通じて、地域包括支援センター
で契約トラブルに関する見守りを呼び掛けると
ともに、高齢者に対する消費者被害防止のため
の見守りに関する啓発チラシを配布した。

一
部
実
施

Ｂ
実
施
済

B

○事業者団体等との連携に
ついて、効果的な方法を検
討する。

継続 市民局

42

県
内
自
治
体
と
の
連
携

　神奈川県や県内市町村の
消費生活相談担当者と相談
事例を共有し、消費生活相
談の解決に向けた情報交換
や相談処理手法の研究を行
います。

県
内
自
治
体
と
の
情
報
交
換

○県主催の消費生活相談担当者会議において、
相談事例の共有、情報交換を行った。
開催回数：8回（5月、6月、7月、9月、10
月、11月、1月、2月）

実
施
済

Ａ
実
施
済

A

○今後も継続して情報交換
等を実施する。

継続 市民局

43

被
害
救
済
部
会
の
運
営

　相模原市消費生活審議会
における被害救済部会を通
して、解決が困難な消費生
活相談に対してあっせん又
は調停を行います。
　付託案件がない場合は、
消費生活相談の分析及び検
討を行います。

被
害
救
済
部
会
の
運
営

○実事案は発生しなかったものの、令和５年度
に整備した運用マニュアルを活用し、本開催に
備えた事例研究を実施することができた。

一
部
実
施

Ａ

制
度
利
用
な
し

—

○より実事案を想定したシ
ミュレーション形式にする
など、事例研究の開催方法
について検討し、事案発生
に備える。

継続 市民局

施
策
８

消
費
者
被
害
の
未
然
防
止
と
救
済
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基本施策Ⅱ　消費者被害の未然防止と救済体制の強化

通№ 取組状況

R６
実
施
状
況

R６
成
果

R5
実
施
状
況

R5
成
果

今後の課題・
取組等

今後の
進め方

推進し
た組織

施
策

主な取組
事
業
名

44

消
費
者
被
害
救
済
貸
付
金
制
度
の
運
用

　消費者被害に遭った人が
訴訟を行う際に、所定の要
件に該当し、かつ、訴訟費
用に困窮する場合は訴訟費
用の一部について貸付を行
います。

消
費
者
被
害
救
済
貸
付
金
制
度
の
実
施

○相模原市消費生活条例の施行に伴い、平成
22年度から貸付制度を実施している。
・貸付予算額：10,000円（年１件程度想定）
・実績：0件
※制度の開始以来、貸付の実例なし。

制
度
利
用
な
し

ー

制
度
利
用
な
し

—

○貸付の決定については、
公益性や被害拡大の防止と
いった観点も考慮されるた
め、対象となる事例につい
ての研究を行う。

継続 市民局

45

消
費
者
団
体
訴
訟
へ
の
支
援

　事業者の不当な勧誘行為
や契約条項の差止めを求め
るため、適格消費者団体※
等から申し出を受けた場合
は、必要と認められる範囲
で情報を提供します。

消
費
者
団
体
訴
訟
へ
の
支
援

○消費者団体訴訟に必要な情報等の照会につい
て、適格消費者団体からの申出により対応す
る。
・実績：0件
※これまで対象となる申出はなし。

制
度
利
用
な
し

ー

制
度
利
用
な
し

—

○適格消費者団体及びこれ
らによる訴訟については、
将来に向けて件数が増加し
ていくと見込まれるため、
引き続き協力体制を維持す
る。

継続 市民局

46

警
察
と
の
連
携
の
推
進

　主に高齢者を狙った悪質
商法や特殊詐欺などの被害
が増加していることから、
情報共有や啓発事業を通し
て警察と連携した消費者被
害防止対策を検討します。

警
察
と
の
連
携

○県警本部及び市内４署と調整して会議を開催
し、相談事例や近況報告を行い情報を共有し
た。
・日時：令和６年12月２０日（金）
・会場：橋本公民館　コミュニティ室

実
施
済

Ａ
実
施
済

A

加害者の手口も複雑化・巧
妙化しており、警察との情
報共有や連携の必要性が増
していることから、継続し
て実施する。

継続 市民局

消
費
者
被
害
の
未
然
防
止
と
救
済

施
策
８
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基本施策Ⅲ　消費者教育の推進と情報提供の充実

通№ 取組状況

R６
実
施
状
況

R６
成
果

R5
実
施
状
況

R5
成
果

今後の課題・
取組等

今後の
進め方

推進し
た組織

47

小
・
中
学
校
に
お
け
る
消
費
者
教
育
の
実
施

○小学校の家庭科、中学校の家庭分野では、領
域「C　消費生活・環境」において、金銭の計
画的な使い方やものの適切な購入の仕方などの
授業を実施した。
○社会科では、身近な消費活動からはじまり、
お金やものの流通や価格の決まりかたといった
市場経済を学び、しくみを理解した。

実
施
済

Ａ
実
施
済

A

○児童生徒が主体的に生き
る消費者に育つための授業
研究の取組を発信する必要
がある。

継続 学校教
育部

48

小
中
学
生
向
け
の
消
費
生
活
事
業
の
実
施

○小・中学校において消費生活相談員による出
前講座を実施した。
・実施回数　7回（4校）
○小学校高学年の児童を対象に、「夏休み子ど
も消費者教室」を開催した。
・日時：令和6年8月6日（火 ）
　　　　　午後0時50分～午後5時１５分
・参加人数：1１名（5年生：８名　6年生：
３名）
・内容：①棒はかりを作ってみよう！
　　　　②楽しく学ぼう！お金の使い方
　　　　③商品テスト施設見学

実
施
済

Ａ
実
施
済

A

○出前講座の実施校を増加
させるための周知方法を検
討する。
○小学生の高学年～中学生
は、お小遣いを主体的に使
い始めるなど、消費者とし
て基礎的な知識を学ぶ重要
な時期だと認識しているた
め、引き続き周知に取り組
む。

継続 市民局

49

危
害
情
報
の
収
集
及
び
提
供
の
推
進

　高等学校・専門学校・大
学において、悪質商法や消
費者問題等についての情報
提供を行うとともに、消費
者としての自覚や自立した
消費者を育成する消費者教
育を実施します。
　また、若年者に多い消費
者トラブルについて、学生
窓口等へチラシを配架する
など、周知・啓発を行いま
す。

高
等
学
校
・
専
門
学
校
・
大
学
に
お
け
る
消
費
者
教
育
の

実
施
及
び
消
費
者
ト
ラ
ブ
ル
に
関
す
る
情
報
提
供

○若年層に被害が多発している契約トラブルに
関する注意喚起のチラシを市内の高校、大学、
専門学校の学生窓口に配架した。（33校）
○高等学校・専門学校・大学において消費生活
相談員による出前講座を実施した。
・実施回数　９回（８校）
○大学が配信する「お知らせメール」を通じ
て、啓発情報や消費生活相談窓口の周知を行っ
た。
・依頼校　10校（青山学院大学、麻布大学、
和泉短期大学、医療ビジネス観光福祉専門学
校、桜美林大学、北里大学、相模女子大学、相
模原看護専門学校、女子美術大学、東京家政学
院大学）

実
施
済

Ａ
実
施
済

A

○パンフレット等配布資料
の作成による注意喚起だけ
でなく、消費生活相談員に
よる出前講座の実施等によ
り、消費者教育の機会の増
加に努める必要がある。
○対象者が利用するＳＮＳ
等の媒体を分析し、効果的
な情報提供について検討す
る。

継続 市民局

50

大
学
等
と
の
消
費
者
被
害
防
止
の
た
め
の

連
携
の
推
進

　大学及び専門学校の学生
担当者と消費生活センター
職員及び消費生活相談員に
よる懇談会を実施し、若年
者の消費者被害の実態を情
報提供し、周知・啓発に関
する意見交換等を行いま
す。

大
学
等
と
の
消
費
者
被
害
防
止
の
た
め

の
懇
談
会

○市内大学、専門学校等の学生担当者と消費生
活センター職員による懇談会を実施し、消費者
被害の実態や市の消費者行政についての情報提
供と意見交換を行った。
・日時：令和７年３月１３日（木）
・会場：橋本公民館　コミュニティ室
・参加大学：相模女子大学、青山学院大学、女
子美術大学、桜美林大学、北里大学、和泉短期
大学、麻布大学、東京家政学院大学、相模原看
護専門学校、医療ビジネス観光福祉専門学校、
神奈川経済専門学校、神奈川柔整鍼灸専門学校

実
施
済

Ａ
実
施
済

A

○より多くの大学等に参加
していただけるよう、開催
日程の調整に配慮すると共
に、各大学等への消費者啓
発等についても依頼してい
く必要がある。

継続 市民局

51

新
社
会
人
等
へ
の
消
費
者
教
育
の
推
進

　新社会人等を対象とし
て、悪質商法についての情
報提供を行うとともに、グ
ローバル経済社会における
消費者の役割の自覚を促
し、自立した消費者を育成
する消費者教育を実施しま
す。

事
業
所
に
お
け
る
出
前
講
座

○事業所からの依頼により、新人社員等に対す
る契約トラブルの啓発講座を実施する。
・実績：0件

制
度
利
用
な
し

ー

制
度
利
用
な
し

—

○利用実績がなかったこと
から、市内事業者に対して
契約トラブルの発生状況や
出前講座に関する情報提供
に努める。

継続 市民局

事
業
名

施
策
９

ラ
イ
フ
ス
テ
ー

ジ
別
の
消
費
者
教
育
の
推
進

施
策

主な取組

小
中
学
生
に
対
す
る
消
費
者
教
育
の
推
進

　小学校の家庭科、中学校
の技術・家庭科等の学習内
容の中で、消費生活に関す
る内容についての授業を行
います。
　また、実習等を通して消
費者として必要な知識を身
に付ける講座を実施しま
す。
　また、若年者に多い消費
者トラブルについて、周
知・啓発を行います。
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基本施策Ⅲ　消費者教育の推進と情報提供の充実

通№ 取組状況

R６
実
施
状
況

R６
成
果

R5
実
施
状
況

R5
成
果

今後の課題・
取組等

今後の
進め方

推進し
た組織

事
業
名

施
策

主な取組

公民館等における各種学級等の一講座として、
消費者講座を実施した。
【継続】
〇橋本公民館
　・高齢者学級「②高齢者を狙う悪質商法につ
いて」
　　開催日：令和６年１０月２日（水）
　　参加者数：２５名
〇大野南公民館
　・安全・安心な暮らし講座「あなたを狙う悪
徳商法～こんな商法にご用心！～」
　　開催日：令和６年６月７日（金）
　　参加者数：１３名
○田名公民館
　・田名そうえん学級（高齢者学級）
　　「④あなたを狙う悪質商法～こんな商法に
ご用心～」
　　開催日：令和６年１１月１日（金）
　　参加者数：４１名
○光が丘公民館
　・高齢者学級「②自転車の交通ルールを理解
する、特殊詐欺への対応と心がけを学ぶ」
　　開催日：令和６年１１月７日（木）
　　参加者数：１７名

【新規】
〇上溝公民館
　・環境講座
　　「プラスチック汚染の深刻化を知ろうマイ
クロプラスチック
       ってなーに」
　　　開催日：令和７年１月25日（土）
　　　参加者数：15名
〇相原公民館
　・高齢者学級「⑦特殊詐欺・自転車のマ
ナー」
　　開催日：令和６年１０月１８日（金）
　　参加者数：３０名
　・成人学級「④インターネット被害未然防止
講座」
　　開催日：令和６年１１月６日（水）
　　参加者数：１６名　　参加者数：３７名
〇小山公民館
　・高齢者学級(ふれあい学級）「防犯講座」
　　わたしたちはだまされない（悪徳商法に対
応するには）
　　開催日：令和６年１１月１３日（水）
　　参加者数：３０名
〇新磯公民館
　・成人学級「⑦紙幣発行も時代はキャッシュ
レス　キャッシュレス時代の危険性など身近な
事例に学ぶ」
　　開催日：令和６年６月２９日（土）
　　参加者数：２６名

○大野中公民館
・高齢者学級（ふれあい学級）「②防犯講座
詐欺の手口と対策について」
　開催日：令和６年９月１３日（金）
　参加者数：３３名
〇東林公民館
　・高齢者学級「あなたを狙う悪質商法」「振
込め詐欺と対策」
　　開催日　令和6年１１月６日（水）
     参加者数　３２名
○光が丘公民館
　・高齢者学級「③健康食品を利用する時の注
意点や効果などを学ぶ」
　　開催日：令和６年１１月１４日（木）
　　参加者数：１８名
〇大沼公民館　「スマホケータイ安全教室」
ケータイやスマートフォンの使い方の初歩を学
ぶ。講師の要望により高齢者対象
開催日：令和6年11月13日（水）
参加者数：19名（定員20人）

52
施
策
９

ラ
イ
フ
ス
テ
ー

ジ
別
の
消
費
者
教
育
の
推
進

成
年
向
け
消
費
者
講
座
の
推
進

継続 生涯学
習部

〇市民の意見や要望を聞
き、学習ニーズに対応した
内容で、消費生活に関する
各種学級・講座等を今後も
継続して開催していく。

　生涯学習センター、公民
館等で実施する各種のプロ
グラムにおいて、消費者問
題、悪質商法、食の問題

等、消費生活に関する多様
な講座を実施します。

実
施
済

Ａ
実
施
済

B

公
民
館
に
お
け
る
各
種
学
級
等

29



基本施策Ⅲ　消費者教育の推進と情報提供の充実

通№ 取組状況

R６
実
施
状
況

R６
成
果

R5
実
施
状
況

R5
成
果

今後の課題・
取組等

今後の
進め方

推進し
た組織

事
業
名

施
策

主な取組

53

研
究
機
関
等
公
開
講
座

 
 
 
 
「

国
民
生
活
セ
ン
タ
ー

コ
ー

ス
」

生涯学習センターが国民生活センターと共催
し、研究機関等公開講座を実施した。
・「エンディングノートの書き方講座」
　　開催日：令和６年１２月３日（火）
　　参加者数：４８名

実
施
済

Ａ
実
施
済

A

〇市民の学習ニーズに対応
した内容で、今後も消費生
活に関する講座等を開催し
ていく。

継続 生涯学
習部

54

ま
ち
か
ど
講
座

消費生活に関するまちかど講座を実施した。
・あなたを狙う悪徳商法～こんな商法にご用心
高齢者編～
参加者数：２０名（全１件）
・わかっているようで、わからない「健康食
品」～ほんとに効果があるの？～
参加者数：13名（全1件） 実

施
済

Ａ
実
施
済

A

○まちかど講座以外にも、
国民生活センターとの共催
講座を継続して開催できる
よう、引き続き調整してい
く。

継続 生涯学
習部

55

地
域
に
お
け
る
消
費
者
教
育
の
充
実

　地域における消費者教育
の推進のために、地域団体
が開催する「消費生活講
座」に消費生活相談員を派
遣し出前講座を行います。

消
費
生
活
出
前
講
座

○地域団体が開催する「消費生活講座」に消費
生活相談員を講師として派遣した。
・派遣回数：２７回
・参加者数：５１２人（総計）
・講座内容：「あなたを狙う悪質商法」等
※学校で生徒に向けて実施した講座は除く

実
施
済

Ａ
実
施
済

A

○公民館の高齢者学級や地
区老人会との連携により、
高齢者を中心に啓発活動を
実施する。また、見守りの
視点で高齢者等に接する機
会の多い事業者に対するＰ
Ｒに努め、従事する職員等
への講座も実施する。
○若年層への消費者教育に
ついて、教員が集まる部会
などを通じて情報提供を行
い、講座の実施につなげ
る。また、PTA等を通じて
保護者向けの講座を実施す
る。

継続 市民局

56

消
費
生
活
学
習
事
業
の
推
進

　市の主催、共催等による
市民向けの消費生活学習事
業を行います。

消
費
生
活
学
習
事
業

○夏休み子ども消費者教室
・講座名：「棒はかりを作ってみよう！」、
「楽しく学ぼう！お金の使い方」、「商品テス
ト施設見学」
・開催日：令和6年8月6日（火）
・参加者：　市内小学生１１人（ほか保護者７
人）
○みんなの消費生活展
・開催日：令和６年10月19日（土）
・会場：ミウイ橋本5階インナーガーデン
・来場者：約276人

実
施
済

Ａ
実
施
済

A

○講座の内容等に市民の要
望を反映させながら、今後
も実用的な消費生活講座を
開催する。

継続 市民局

57

広
域
連
携
に
よ
る
消
費
者
教
育
の
推
進

　本市周辺にある大学や国
民生活センター、消費者団
体等の関係機関との協働に
より、市域を超えた広域連
携による消費者教育事業を
行います。

広
域
連
携
に
よ
る
消
費
者
教
育
の
実
施

〇市内大学等の学生担当者と行政が集い、消費
者被害の実態や消費者行政などについて意見交
換をする懇談会を開催した。
　・日時：令和7年3月13日（木）
　・会場：橋本公民館　コミュニティ室
○複雑化・多様化する消費社会において、市民
が自ら消費者トラブル事例等を学習することに
より、消費生活に関する知識を取得し、適切な
行動に結び付ける実践的な能力を育むことを目
的に、「消費者問題教養セミナー」を開催し
た。
　・日時：令和7年3月1、8、15日
　　　　　午前10時～午前11時30分
　・内容：消費者トラブル事例や消費者問題か
るたを用いた学習、お金や投資に正しい理解や
知識を身に付ける、悪質業者とのトラブル事例
を学ぶをテーマにした講義
　・参加者：延べ７０名

実
施
済

Ａ
実
施
済

A

○今後、近隣自治体や独立
行政法人国民生活センター
とのタイアップにより、効
果的に消費者教育を実施し
ていくと共に、市内外へ、
本市の消費者教育への取組
を発信していく必要があ
る。

継続 市民局

施
策
９

ラ
イ
フ
ス
テ
ー

ジ
別
の
消
費
者
教
育
の
推
進

成
年
向
け
消
費
者
講
座
の
推
進

　生涯学習センター、公民
館等で実施する各種のプロ
グラムにおいて、消費者問
題、悪質商法、食の問題
等、消費生活に関する多様
な講座を実施します。
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基本施策Ⅲ　消費者教育の推進と情報提供の充実

通№ 取組状況

R６
実
施
状
況

R６
成
果

R5
実
施
状
況

R5
成
果

今後の課題・
取組等

今後の
進め方

推進し
た組織

事
業
名

施
策

主な取組

58

地
域
に
お
け
る
食
育
講
座

食生活改善推進団体わかな会に委託し実施し
た。
〇親子食育講座（1回36人）
〇食文化・郷土料理講習会（1８回393人）

実
施
済

Ａ
実
施
済

A

○安全に講座を運営するた
め、実施方法を検討する必
要がある。

継続 保健衛
生部

59

栄
養
教
諭
を
中
核
と
し
た
食
育
の
推
進

○食育担当者会・ネットワークグループ協議会
・開催日
　第１回：令和６年６月５日(オンライン)
　第２回：令和６年11月1日（オンライン）
・内容
　第１回
　　①第３次相模原市食育推進計画について
（健康増進課）
　　②相模原市の学校給食について（学校給食
課）
　　③食に関する指導の推進について（学校教
育課）
　　④ネットワークグループ協議
　第２回
　　①栄養教諭プロジェクト会議作成の食育教
材及び活用例
　　②栄養教諭による食育個別支援実施例
　　③情報提供（健康増進課、学校給食課）
　　④ネットワークグループ協議
○食育推進プロジェクト会議
　・開催日
　 第１回：令和６年４月３０日
　 第２回：令和６年５月３０日
　 第３回：令和６年７月２日
　 第４回：令和６年10月３日
　 第５回：令和６年1２月５日
　 第６回：令和７年２月６日
　・内容
　　①食育推進のための情報共有、協議
　　②食育コンテンツ作成

実
施
済

Ａ
実
施
済

A

○食に関する指導が更に充
実するよう、ネットワーク
グループの活用や栄養教諭
が作成した教材の活用につ
いて引き続き周知してい
く。

継続 学校教
育部

60

ふ
る
さ
と
の
生
活
技
術
指
導
士
に
よ
る

食
育
事
業

○保育所等において、食育ソムリエを講師と
し、野菜の話や収穫したての野菜を触ったり匂
いを楽しむなどの感覚を活用した食育教室を実
施した。
・対象：主に3～5歳児
・実施園数：公立保育所等３園

実
施
済

Ａ
実
施
済

A

○実施後、保育所等での調
理や給食に入っている野菜
への興味、喫食量が向上し
ている。次年度も引き続
き、本物の野菜を見て実際
に触れる体験を行う。また
当日使用した野菜の展示、
事業の様子の掲示を通して
保護者への食育を行う。
○多くの園で実施できるよ
う、講師や日程について農
政課と調整する。

継続 こども
若者未
来局
経済部

61

食
品
衛
生
思
想
の
普
及
啓
発

　関係団体等と連携して食
中毒予防に係る啓発を実施
し、被害の発生及び拡大防
止を図ります。

食
品
衛
生
思
想
の
普
及
啓
発

○路線バス車内に食中毒予防に係るモニター広
告を掲載した。
・実施期間：①令和6年7月～令和6年8月（夏
季）
                 ②令和6年1２月～令和7年1月
（冬季）
・内容：①生肉による食中毒予防
　　　　②ノロウイルスによる食中毒予防
○要望に応じて消費者を対象とした食品衛生講
習会を開催し、食中毒予防等の正しい情報の提
供と知識の普及啓発を図った。
・開催回数：12回
・参加者数：433人
○家庭でできる食中毒予防のポイントについ
て、広報さがみはら、ホームページ、FMラジ
オ（FM HOT ８３９）等を用いて啓発した。

実
施
済

Ａ
実
施
済

A

○効果的な普及啓発ツール
として、今後も継続して実
施していく。

継続 保健衛
生部

施
策
９

ラ
イ
フ
ス
テ
ー

ジ
別
の
消
費
者
教
育
の
推
進

食
育
の
推
進

　農業関係者や、食生活改
善推進団体等との連携によ
り、収穫体験や地場産物の
視点を含んだ食育講座や野
菜の普及啓発を実施し、食
の選び方や食事のとり方等
についての知識の普及を図
ります。
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基本施策Ⅲ　消費者教育の推進と情報提供の充実

通№ 取組状況

R６
実
施
状
況

R６
成
果

R5
実
施
状
況

R5
成
果

今後の課題・
取組等

今後の
進め方

推進し
た組織

事
業
名

施
策

主な取組

62

食
品
ロ
ス
削
減
に
係
る
普
及
啓
発

　まだ食べられるのに捨て
られる食品（食品ロス）の
削減に向け、適正量の購
入、食材の使いきりなど消
費者に対する普及啓発を推
進します。

食
品
ロ
ス
削
減
の
啓
発

○Xアカウント「@shigenjar」（分別戦隊シ
ゲンジャー銀河）を活用した発信を行った。：
５２回
○令和７年１月に開催されたSDGs EXPOに
おいて、㈱日本フードエコロジーセンター 代
表取締役 髙橋氏を講師とした講演会を行っ
た。※参加者数は公表値なし。
○食生活改善推進員養成講座において講義を
行った：２回、計２７人
○公共施設において食品を受け入れ、フードド
ライブ活動を実施した：９０６kg

実
施
済

Ａ

一
部
実
施

B

令和６年３月に食品ロス削
減推進計画を策定したた
め、生ごみの減量化・資源
化と併せて施策を展開して
いく必要がある。

一部見
直し

環境部

63

環
境
教
育
（

エ
コ
ラ
イ
フ
）

の
促
進

　消費者が環境にやさしい
生活（エコライフ）につい
て考える機会を提供し、環
境負荷の低減、省エネル
ギー等に配慮した暮らしへ
の転換を促進します。

環
境
教
育
（

エ
コ
ラ
イ
フ
）

の
促
進

○市民等の環境に係る関心を高め、環境の保全
及び創造に係る活動を促進するため、地域で活
動する市民、事業者、大学及び行政の協働によ
る「さがみはら環境まつり」を開催した。
【第20回】
・開催日：令和6年6月23日
・会場：青山学院大学相模原キャンパス

実
施
済

Ａ
実
施
済

A

○市民の消費行動は、環境
問題と密接につながってい
ることから、環境負荷の低
減、省エネルギー等に配慮
した暮らしへの転換を考え
る場としても今後も継続し
て開催できるよう配慮す
る。

継続 環境部

64

持
続
可
能
な
社
会
形
成
に
関
す
る
周
知
・
啓
発
【

新
規
】

　ＳＤＧｓ（持続可能な開
発目標）やエシカル（倫理
的）消費など、持続可能な
社会形成に向けた理念や必
要性、具体的行動事例など
について、周知・啓発を行
います。

持
続
可
能
な
社
会
形
成
に
関
す
る
周
知
・
啓
発

〇生涯学習センターのまちかど講座など、市民
向けにＳＤＧｓ講座を開催した。
〇市オリジナルＳＤＧｓカードゲームを活用
し、持続可能な社会形成について小中学生向け
授業を実施した。
〇ＳＤＧｓに積極的に取り組んでいる企業や団
体などを登録する「さがみはらSDGsパート
ナー制度」や「さがみはらSDGsプラット
フォーム」を運営し、持続可能な社会の達成や
地域課題の解決に向けた取組を推進した。
（令和７年3月末時点登録団体数：1,197団
体）
○ＳＤＧｓ特設サイト・ＳＮＳによりＳＤＧｓ
の普及啓発や情報発信を行った。
〇さがみはらＳＤＧｓパートナーが他の団体等
と連携し、ＳＤＧｓの達成や地域課題の解決に
向けて先進的に取り組む事業や、相模原市を
フィールドに体験や見学等を通じてＳＤＧｓに
ついて理解を深める事業に対し助成を行った。
〇ＳＤＧｓパートナーによるブース出展、マッ
チングなどを行うとともに、市民等へのＳＤＧ
ｓの普及啓発を目的とした「相模原ＳＤＧｓＥ
ＸＰＯ」を開催し、延べ 約10,000人が来場
した。

実
施
済

Ａ
実
施
済

A

〇今後も普及啓発活動を継
続して行うとともに、市民
の具体的な行動変容に向け
た取組を強化していく。

継続 市長公
室

65

計
量
思
想
の
普
及
・
啓
発

　日々の生活に密接に関
わっている計量について、
神奈川県及び県下の計量特
定市と連携した啓発ポス
ターの配布のほか、神奈川
県計量協会等と連携し、イ
ベント等において普及啓発
活動を行います。

計
量
思
想
の
普
及
・
啓
発

【

再
掲
】

市民局

66

そ
の
他
消
費
生
活
に
関
連
す
る
教
育
の

推
進
【

新
規
】

　金融、経済、国際理解
等、消費者教育の範囲は多
岐にわたるため、専門団体
等の提供する学習プログラ
ムを積極的に活用し、消費
生活講座の多様化と充実を
図るとともに、それぞれの
プログラムにおける利点を
研究し、消費者教育及び啓
発に役立てます。

そ
の
他
消
費
生
活
に
関
連
す
る

教
育
の
推
進

○市民を対象に、消費生活に関する講座を通じ
て、消費者が自ら消費生活に関する知識を取得
し、適切な行動に結びつける実践的な能力を身
につける機会とする「消費者問題教養セミ
ナー」を開催した。
　・日時：令和7年3月1、8、15日
　　　　　午前10時～午前11時30分
　・内容：第１回くらしに潜む危険～商品の安
全性について学ぼう！
　　　　　第２回くらしに潤いを～個人投資を
始める前に知って
                       おくべきこと
　　　　　第３回くらしの落とし穴～ローン・
クレジットトラブル
                       について学ぼう！
　・参加者：延べ70名

実
施
済

Ａ
実
施
済

A

○市民に消費生活に関する
普及啓発を行えるよう、引
き続き多様な団体との連携
について検討し、内容の充
実を図る。

継続 市民局

施
策
９

ラ
イ
フ
ス
テ
ー

ジ
別
の
消
費
者
教
育
の
推
進
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基本施策Ⅲ　消費者教育の推進と情報提供の充実

通№ 取組状況

R６
実
施
状
況

R６
成
果

R5
実
施
状
況

R5
成
果

今後の課題・
取組等

今後の
進め方

推進し
た組織

事
業
名

施
策

主な取組

67

学
校
に
お
け
る
消
費
者
教
育
の
担
い
手

育
成
【

新
規
】

　教職員を対象とした消費
者教育に係る国民生活セン
ター等が作成した研修プロ
グラム等を活用し、教職員
の指導力向上を図ります。

学
校
に
お
け
る
消
費
者
教
育
の

担
い
手
育
成

〇教育センターと連携し、教職員向けに消費者
教育の大切さを伝える。

制
度
利
用
な
し

ー

制
度
利
用
な
し

—

○教職員が出席する教育研
究会に出席するなど、消費
者教育の大切さを伝える機
会を探求する。

継続 市民局
学校教
育部

68

家
庭
で
の
消
費
者
教
育
の
推
進

【

新
規
】

　おこづかいの使い方や
ゲーム等の利用のルール決
めなど、家庭が消費者教育
の主体となる場面は多いた
め、保護者が消費生活に関
する知識を習得する機会を
提供し、家庭での消費者教
育を推進します。

家
庭
で
の
消
費
者
教
育
の
推
進

〇ＰＴＡ等において出前講座を実施し、消費生
活に関する基本的知識を習得する機会を提供し
て、家庭での消費者教育を推進する。

制
度
利
用
な
し

ー

制
度
利
用
な
し

—

〇学校で行われる保護者会
等の機会に出前講座を活用
してもらうよう呼び掛けて
いく。

継続 市民局

69

地
域
に
お
け
る
消
費
者
教
育
の
担
い
手
育
成

【

新
規
】

　地域における多様な主体
と連携し、消費者教育を受
けた人自身が、消費者教育
の担い手となって周囲の人
に伝える仕組みを検討し、
横断的な展開を図ります。

地
域
に
お
け
る
消
費
者
教
育
の
担
い
手
育
成

〇消費生活の出前講座を受講した人が、新たに
消費生活サポーターになり、その地域の消費者
教育の担い手となって周囲の人に啓発を行う仕
組みを検討する。

検
討
中

ー
検
討
中

—

〇自主的に活動してもらう
ため、講座内容や仕組みづ
くりについて検討する。

継続 市民局

70

学
校
に
お
け
る
消
費
者
教
育
の
支
援

　学校における消費者教育
の実施に当たり、消費生活
相談員の派遣やパンフレッ
ト・ＤＶＤ等の教材の提供
など、消費者教育の推進に
向けた支援を行います。

学
校
に
お
け
る
消
費
者
教
育
の
支
援

〇学校に出向き、出前講座を実施した。
申請団体：上溝南小学校、中央小学校、津久井
中央小学校、藤野中学校、県立上溝高校、自然
学園高校、相模女子大学高等部、中央支援学校
高等部、麻布大学、相模女子大学、医療ビジネ
ス観光福祉専門学校
参加人数：1,230人

実
施
済

Ａ
実
施
済

A

〇学校行事の都合上、同じ
ような時期に依頼が来やす
いため、調整作業が必要に
なる。
〇受講者側である生徒に興
味を持ってもらう必要があ
る。

継続 市民局

71

多
様
な
担
い
手
を
つ
な
ぐ
コ
ー

デ
ィ

ネ
ー

ト
機
能
の
強
化
【

新
規
】

　消費者教育は多様な人材
が担い手となることから、
消費生活センターへの消費
者教育コーディネーター※
の配置などにより、的確な
人材と地域や学校現場等を
つなぎ、各ライフステージ
に応じた消費者教育のコー
ディネート機能を強化する
ことで、さらなる消費者教
育を推進します。

消
費
者
教
育
コ
ー

デ
ィ

ネ
ー

タ
ー

の
配
置

〇今後の消費者教育事業をさらに強化するた
め、消費者教育コーディネーターの配置する。
　・消費生活総合センター職員の出前講座担当
2人

実
施
済

Ａ
実
施
済

A

〇どのようにして効果的な
活動を行っていくか。

継続 市民局

施
策
１
０

消
費
者
教
育
の
担
い
手
の
育
成
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基本施策Ⅲ　消費者教育の推進と情報提供の充実

通№ 取組状況

R６
実
施
状
況

R６
成
果

R5
実
施
状
況

R5
成
果

今後の課題・
取組等

今後の
進め方

推進し
た組織

事
業
名

施
策

主な取組

72

市
の
広
報
紙
・
ホ
ー

ム
ペ
ー

ジ
に
お
け
る
消
費
生

活
情
報
の
充
実

　市の広報紙やホームペー
ジを活用し、消費者月間に
合わせた特集を組むなど、
消費生活情報を随時かつ分
かりやすく提供します。

市
の
広
報
紙
・
ホ
ー

ム
ペ
ー

ジ
を
活
用
し
た
消
費

生
活
情
報
の
発
信

○市ホームページ内の「消費生活」のページに
ついて、随時掲載情報を更新した。
○市広報紙にて、消費生活に関する情報を掲載
し、周知した。
・5月1日号　消費者トラブルは一人で悩まず
相談を （消費者月間）
・7月1日号　夏休み子ども消費者教室の案内
・9月1日号　高齢者悪質商法被害防止キャン
ペーンの案内
・10月1日号　みんなで考えよう消費生活展
開催の案内
・11月15日号　多重債務相談窓口の案内
・１２月１日号　多重債務相談窓口の案内
・1月1日号　若者悪質商法被害防止キャン
ペーンの案内
・2月1日号　消費者問題教養セミナー開催の
案内

実
施
済

Ａ
実
施
済

A

○情報の更新を適宜行うと
共に、今後も見やすさの向
上に努めていく。
○年1回の特集記事掲載の
申請を継続しながら、消費
生活情報の記事掲載回数を
増やすよう努める。

継続 市長公
室
市民局

73

消
費
生
活
情
報
紙
の
作
成

及
び
配
布

　消費生活情報紙「すぱい
す」を発行し、市内公共施
設等に配架します。

消
費
生
活
情
報
紙
「

す
ぱ
い
す
」

の
作
成

及
び
配
布

○消費生活情報を配信する機関紙「すぱいす」
を、年4回発行した。
・様式：二つ折フルカラー4ページ
・発行部数：各2,500部　（計10,000部）
・配布先：消費者団体、市内公共施設及び公共
機関、地域包括支援センター等

実
施
済

Ａ
実
施
済

A

○「すぱいす」の認知度を
高めるため、街頭キャン
ペーン等様々な機会を捉え
配布を行い啓発に努める。
また、市民に対する消費生
活に関する情報提供紙とし
て、掲載内容の充実に努め
るとともに、より効果的な
配布先についても検討す
る。

継続 市民局

74

メ
ー

ル
マ
ガ
ジ
ン
等
を
利
用
し
た
周
知
・
啓
発

　メールマガジンやＳＮＳ
などの多様な媒体を利用し
て、消費生活に係る情報の
発信を行います。

メ
ー

ル
マ
ガ
ジ
ン
等
を
利
用
し
た
周
知
・
啓
発

○メールマガジン及び相模原市公式LINEを用
いて、消費者被害防止に係る注意喚起情報等を
発信した。
・配信数　　　55回
・登録者数
　メールマガジン　314名
　ＬＩＮＥマガジン　5,755名

実
施
済

Ａ
実
施
済

A

○マガジンの周知・啓発を
拡充し、登録者数の増加に
努める。
○高齢者でも容易に登録で
きるような登録方法を検討
する。

継続 市民局

75

関
係
機
関
等
と
連
携
し
た
周
知
・
啓
発
【

新
規
】

　警察や自治会などの関係
機関・団体が使用している
周知・啓発媒体を活用し
て、消費生活に係る情報の
発信を行います。

高
齢
者
ト
ラ
ブ
ル
事
例
等
の
情
報
提
供
及
び
見
守
り
実
施
の
呼
び
か
け

〇民生委員・児童委員協議会、老人クラブ連合
会、地域包括支援センター、社会福祉協議会な
ど、各団体の会議に出席し、トラブル事例の紹
介や出前講座の案内を行った。
○読売新聞橋本中央店及び淵野辺中央センター
の新聞契約世帯に配布している「じもとの事件
簿」において、相談窓口の周知や啓発情報の掲
載（月1回）を行った。
配布数：緑区　4,100部（1店舗）
　　　　中央区　27,000部（９店舗）

実
施
済

Ａ
実
施
済

A

〇引き続き周知啓発を行え
る媒体について検討する。

継続 市民局

施
策
１
１

消
費
生
活
情
報
の
提
供
・
啓
発

34



基本施策Ⅲ　消費者教育の推進と情報提供の充実

通№ 取組状況

R６
実
施
状
況

R６
成
果

R5
実
施
状
況

R5
成
果

今後の課題・
取組等

今後の
進め方

推進し
た組織

事
業
名

施
策

主な取組

76

み
ん
な
の
消
費
生
活
展

○消費者に、確かな知識や判断力を身につけ、
情報を正しく理解し、適切な行動ができる自立
した消費者となるためのきっかけの場として
「第5６回みんなで考えよう消費生活展」を開
催した。
・開催日：令和６年10月21日（土）
・場　所：ミウィ橋本５階インナーガーデン
・参加者：約276名 実

施
済

Ａ
実
施
済

A

○消費者団体や大学、企業
等との連携の場としても機
能しており、今後も取組を
継続できるように検討す
る。

継続 市民局

77

相
模
原
市
農
業
ま
つ
り

相模原市農業まつりの「集中行事」について
は、昨年に引き続き「魅力とうるおいのある都
市農業をめざして」をテーマに開催した。
また、「農畜産物共進会」について立毛・生産
物・坪掘り・畜産物で全２２回実施した。

実
施
済

Ａ
実
施
済

A

○市内農産物の普及啓発と
都市農業の推進のため、今
後も取組を継続できるよう
に検討する。

継続 経済部

78

食
育
イ
ベ
ン
ト

○食育イベント（わくわくいっぱい！食育ひろ
ば）参加者417人

実
施
済

Ａ
実
施
済

A

○幅広い市民へ食育の推進
を行うため、イベントの実
施方法やSNS活用の検討が
必要である。

継続 保健衛
生部

79

さ
が
み
は
ら
環
境
ま
つ
り

○市民等の環境に係る関心を高め、環境の保全
及び創造に係る活動を促進するため、地域で活
動する市民、事業者、大学及び行政の協働によ
る「さがみはら環境まつり」を開催した。
【第20回】
・開催日：令和6年6月23日
・会場：青山学院大学相模原キャンパス

実
施
済

Ａ
実
施
済

A

○市民の消費行動は、環境
問題と密接につながってい
ることから、環境負荷の低
減、省エネルギー等に配慮
した暮らしへの転換を考え
る場としても今後も継続し
て開催できるよう配慮す
る。

継続 環境部

80

街
頭
キ
ャ

ン
ペ
ー

ン
に
よ
る
消
費
者
啓
発

　消費者問題や悪質商法に
関する啓発のため、街頭で
啓発チラシ等の配布を行う
キャンペーンを実施しま
す。

消
費
者
被
害
防
止
啓
発
キ
ャ

ン
ペ
ー

ン

令和６年度は実施を計画していない。

実
施
不
可

ー
未
着
手

—

○市民に対する消費者問題
や悪質商法等への啓発する
機会として、関係機関等と
連携しながら、今後の実施
方法等について検討する。

全部見
直し

市民局

施
策
１
１

消
費
生
活
情
報
の
提
供
・
啓
発

　「みんなの消費生活
展」、「農業まつり」、
「食育フェア」、「さがみ
はら環境まつり」等の市民
が積極的に参加できるイベ
ントを通して幅広い対象へ
啓発を行います。

イ
ベ
ン
ト
の
実
施
を
通
し
た
周
知
・
啓
発

35



基本施策Ⅳ　環境に配慮した消費行動の促進

通№ 取組状況

R６
実
施
状
況

R６
成
果

R5
実
施
状
況

R5
成
果

今後の課題・
取組等

今後の
進め方

推進し
た組織

81

エ
コ
ラ
イ
フ
の
促
進
【

再
掲
】

　消費者が環境にやさしい
生活（エコライフ）につい
て考える機会を提供し、環
境負荷の低減、省エネル
ギー等に配慮した暮らしへ
の転換を促進します。

環
境
教
育
（

エ
コ
ラ
イ
フ
）

の
促
進

【

再
掲
】

82

４
Ｒ
に
関
す
る
情
報
発
信

　多くの市民が４Ｒ（発生
抑制・排出抑制・再使用・
再生利用）に関する理解を
深め、日常生活でごみの減
量化・資源化に取り組んで
いくために、様々な機会を
捉えて４Ｒの大切さを発信
します。

循
環
型
社
会
普
及
啓
発
事
業
及
び

事
業
系
ご
み
適
正
排
出
推
進
事
業

○イベント等での啓発を行った。：３４回、
１０，０３４人
○小学校、保育園等、地域などにおいて講座を
実施した。：１１１回、９，００８人

〇中小事業者への個別訪問指導
（５,３８１者）

実
施
済

Ａ
実
施
済

A

○資源循環型社会の形成に
向けて、４R推進に対する
市民意識の醸成を図るた
め、情報提供や啓発活動を
行うとともに、ごみの減量
化・資源化を行う市民等を
支援する。また、事業者に
対しては、啓発用冊子を配
布し、事業系ごみの適正排
出等の促進を行う。

継続 環境部

83

危
害
情
報
の
収
集
及
び
提
供
の
推
進

　まだ食べられるのに捨て
られる食品、いわゆる食品
ロスの削減に向け、適正量
の購入、食材の使いきりな
ど消費者に対する普及啓発
を推進します。

食
品
ロ
ス
削
減
の
啓
発
【

再
掲
】

84

住
宅
用
ス
マ
ー

ト
エ
ネ
ル
ギ
ー

設
備
の

導
入
促
進

　再生可能エネルギーの利
用や、省エネルギー設備の
普及を図るため、住宅用ス
マートエネルギー設備の導
入を促進するための施策を
実施します。

住
宅
用
ス
マ
ー

ト
エ
ネ
ル
ギ
ー

設
備

導
入
促
進
事
業

○住宅に再生可能エネルギー利用設備等を設置
した市民に奨励金を交付した。
・ZEHコース：51件
・自家消費コース（リチウムイオン蓄電池、
V2H：400件）
・太陽光単体補助コース：284件

実
施
済

Ａ
実
施
済

A

○導入コストの低減など市
場の動向を見ながら補助メ
ニューの見直しを行い、今
後も支援を実施していく予
定。

継続 環境部

85

次
世
代
ク
リ
ー

ン
エ
ネ
ル
ー

自
動
車
の

普
及
促
進

　次世代クリーンエネル
ギー自動車の普及を図るた
め、電気自動車や燃料電池
自動車の購入を促進するた
めの施策を実施します。

次
世
代
ク
リ
ー

ン
エ
ネ
ル
ギ
ー

自
動
車
等

普
及
促
進
事
業

○燃料電池自動車の購入者に対し購入奨励金を
交付した。
・交付件数：1件

実
施
済

Ａ
実
施
済

A

○令和7年度も引き続き市
場の動向を見ながら、支援
を継続して実施していく予
定。

継続 環境部

事
業
名

施
策
１
２

よ
り
良
い
消
費
行
動
の
促
進

施
策
１
３

環
境
負
荷
の
低
減
に
向
け
た
基
盤
の
整
備

施
策

主な取組

36



基本施策Ⅳ　環境に配慮した消費行動の促進

通№ 取組状況

R６
実
施
状
況

R６
成
果

R5
実
施
状
況

R5
成
果

今後の課題・
取組等

今後の
進め方

推進し
た組織

事
業
名

施
策

主な取組

86

食
品
ロ
ス
の
削
減
（

事
業
者
）

の
促
進

　食品工場や飲食店、小売
店等から廃棄される食品の
削減に向け、事業者に対す
る食品ロス削減の取組を促
進します。

事
業
者
へ
の
食
品
ロ
ス
削
減
の
啓
発

○食品衛生責任者講習会にて、飲食店を対象に
周知・啓発活動を行った。
○食品ロス削減月間に、市内事業者へ啓発ポス
ター等の掲示協力依頼や、市役所内での動画や
庁内放送等による啓発を行った。
〇中小事業者訪問を行う際に、飲食店に対して
食品ロスの案内（リーフレットの配布）を行っ
た。

実
施
済

Ａ
実
施
済

A

○食品ロスを出さない消費
生活への転換を促すため、
講習会での啓発活動等を行
うことにより、認知度を高
めていく。

継続 環境部

87

給
食
残
さ
の
リ
サ
イ
ク
ル
の
推
進

　市学校給食センター及び
市立小学校から給食残さ※
を回収し、飼料化する取組
を実施します。

給
食
残
さ
の
リ
サ
イ
ク
ル

新磯小学校、大沢小学校、大野小学校、淵野辺
小学校、谷口台小学校、中央小学校、清新小学
校、相武台小学校、大沼小学校、桜台小学校、
上鶴間小学校、橋本小学校、作の口小学校、大
野北小学校、鶴園小学校、富士見小学校、小山
小学校、上溝学校給食センターにて
年間５８，９０５㎏を回収し、リサイクルし
た。
また、飼料化事業者との連携により、飼料化品
目の受入拡大に向けた実証調査を行った。

実
施
済

Ａ
実
施
済

A

○回収校の拡充について検
討する。

継続 教育環
境部

88

過
剰
包
装
、

レ
ジ
袋
等
の
削
減
の
促
進

　事業者に対して、過剰な
包装を行わないよう求める
とともに、マイバッグやマ
イボトルの利用促進を図り
ます。

マ
イ
バ
ッ

グ
、

マ
イ
カ
ト
ラ
リ
ー
、

マ
イ
ボ
ト
ル
等
の
更
な
る
利
用
促
進

○市ホームページで周知を行った。
○冊子「ごみと資源の日程・出し方」で周知を
行った。
○「大都市減量化・資源化共同キャンペーン」
における保冷バッグを各種イベント等で配布し
マイバッグの利用促進を図った。
　配布数：1,130個

実
施
済

Ａ
実
施
済

B

令和７年度については、令
和６年度の取組を継続す
る。

継続 環境部

89

ご
み
の
資
源
化
の
拡
大
【

新
規
】

　家庭系ごみの更なる資源
化に向け、新たなリサイク
ルシステムの構築に向けた
取組を進めるとともに、使
用済小型家電に含まれる有
用金属のリサイクルについ
ても、さらに拡大を図りま
す。

再
利
用
・
資
源
化
の
促
進

○有用金属リサイクルのため、使用済小型家電
を回収し認定事業者へ引き渡した。：１０９ｔ
（対前年度比１％減）
○有用金属リサイクルのため、小型充電式電池
の対面回収を開始した。：７，７５７ｋｇ

実
施
済

Ａ
実
施
済

B

○引き続き使用済小型家電
及び小型充電式電池を回収
するとともに、小型充電式
電池の回収拠点の増設を検
討する。

継続 環境部

施
策
１
３

環
境
負
荷
の
低
減
に
向
け
た
基
盤
の
整
備

37



基本施策Ⅴ　消費者意見の反映と連携の強化

通№ 取組状況

R６
実
施
状
況

R６
成
果

R5
実
施
状
況

R5
成
果

今後の課題・
取組等

今後の
進め方

推進し
た組織

90

消
費
生
活
相
談
の
分
析
と
施
策
へ
の

反
映

　日々寄せられる消費生活
相談の内容を分析して注意
喚起や啓発を行うほか、必
要に応じて新たな事業を検
討するなど施策に反映させ
ます。

消
費
生
活
相
談
の
分
析
と
施
策
へ

の
反
映

〇消費生活相談の内容を分析し、消費生活メー
ルマガジン、相模原市公式LINE、地域情報紙
などで注意喚起した。

実
施
済

Ａ
実
施
済

A

〇今後も消費生活相談の内
容を分析し、最新の情報を
提供できるよう努める。

継続 市民局

91

市
民
に
対
す
る
意
識
調
査
の
実
施
と

施
策
へ
の
反
映

　市民を対象に、必要に応
じて消費生活に関する調査
を実施し、消費生活に関す
る現状を把握するほか、調
査結果を踏まえて施策を展
開します。

市
民
に
対
す
る
意
識
調
査
の
実
施

〇相模原市総合計画の進行管理のための市民ア
ンケートにおいて、「契約トラブルにあった際
の相談窓口の認知」について調査を実施した。
「相談窓口を知らない」が約６割を超える結果
となった。

実
施
済

Ｂ
実
施
済

B

○調査結果を踏まえ、計画
の見直しに係る検証を実施
する。
○今後も消費生活に関する
市民意識の把握のため、適
切な時期に調査を実施す
る。

継続 市民局

92

危
害
情
報
の
収
集
及
び
提
供
の
推
進

　消費生活に関する講座や
イベント等の事業におい
て、参加者に対するアン
ケート調査を実施し、事業
の内容及び施策に反映させ
ます。

講
座
等
参
加
者
に
対
す
る

ア
ン
ケ
ー

ト
の
実
施

○市民向けの出前講座や消費生活展の来場者に
対し、アンケート調査を実施した。

実
施
済

Ａ
実
施
済

A

○各種事業に対する参加者
から寄せられた意見の分析
を行い、今後の事業の推進
に反映する。

継続 市民局

93

消
費
者
団
体
と
の
連
携
及
び
支
援

　本市における消費者団体
である「さがみはら消費者
の会」に対し、事業の共
催・後援や消費生活情報の
提供等の連携及び活動場所
の提供等の支援を行いま
す。

さ
が
み
は
ら
消
費
者
の
会
と
の
連
携

及
び
育
成

○月１回の打合せ会を中心に、情報交換や事業
共催等の活動協力の検討を通じて、団体の支援
に努めた。

実
施
済

Ａ
実
施
済

A

○団体の自主性を尊重しつ
つ、引き続き情報共有や活
動支援を行う。

継続 市民局

94

生
活
協
同
組
合
と
の
連
携

　市内の生活協同組合及び
相模原市生活協同組合運営
協議会が実施する消費生活
に関する啓発事業等につい
て、連携を検討するととも
に、後援等の支援を行いま
す。

生
活
協
同
組
合
等
と
の
連
携

実施無し

制
度
利
用
な
し

ー
実
施
済

A

○団体との協力体制を維持
しつつ、今後も情報共有や
イベントを通じて活動支援
を行う。

継続 市民局

95

施
策
１
６

事
業
者
団
体
等
と
の
連
携

事
業
者
団
体
等
と
の
連
携
に
よ
る

事
業
の
推
進
【

新
規
】

　事業者団体等が実施して
いる取組を活用し、連携し
た事業を実施します。
　また、事業者団体等が
行っている消費者市民社会
の形成に係る先進的な取組
事例等を紹介して、消費者
の意識の醸成を図るととも
に、意見交換の機会を設け
ることで、消費者と事業者
の情報格差の縮小を図りま
す。

事
業
者
団
体
等
と
連
携
し
た

講
座
等
の
開
催

「第5６回みんなで考えよう消費生活展」にお
いて、関東電気保安協会や桂川・相模川流域協
議会による出展ブースにて情報提供を行い、消
費者意識の醸成を図った。

実
施
済

Ａ
実
施
済

Ａ

〇連携団体及び事業等の見
直しを行う。

継続 市民局

事
業
名

施
策
１
４

消
費
者
意
見
の
反
映

施
策

主な取組

施
策
１
５

消
費
者
団
体
等
と
の
連
携
及
び
育
成

38



基本施策Ⅴ　消費者意見の反映と連携の強化

通№ 取組状況

R６
実
施
状
況

R６
成
果

R5
実
施
状
況

R5
成
果

今後の課題・
取組等

今後の
進め方

推進し
た組織

事
業
名

施
策

主な取組

96

事
業
者
団
体
等
と
連
携
し
た
見
守
り

の
推
進
【

再
掲
】

　地域に密着した事業者団
体等と連携し、消費者被害
の未然防止及び早期発見と
救済を目的とした高齢者、
障害者等の見守りを推進し
ます。

事
業
者
団
体
等
と
連
携
し
た
見
守
り

の
推
進
【

再
掲
】

97

食
中
毒
予
防
キ
ャ

ン
ペ
ー

ン

○市民に対する食中毒予防に関する啓発を目的
として、（一社）相模原市食品衛生協会が8月
と11月に実施した食中毒予防キャンペーンに
係る経費の一部を助成した。

①食中毒予防キャンペーン（令和6年8月1日
～31日）
  ・スーパーや会員店舗でのパンフレット等の
配布（52か所2,020枚）

②ノロウイルス食中毒予防キャンペーン
　・スーパーにおける街頭キャンペーン（令和
6年11月7日）
　　パンフレット等の配布（2か所1,040枚）
　　「食中毒予防クイズ」、アンケートの実施
（222名）
　・会員店舗でのパンフレット等の配布（17
か所818枚）（令和6年11月8日～30日）

実
施
済

Ａ
実
施
済

A

○新しい生活様式に対応し
た実施方法を検討し、今後
も団体と協働による食中毒
予防の周知啓発を行い、市
民の健康被害の防止に努め
る。

継続 保健衛
生部

98

食
品
衛
生
指
導
員
活
動
支
援

○（一社）相模原市食品衛生協会が行う自主的
な巡回活動を支援するため、当該協会が委嘱す
る食品衛生指導員に対し、衛生講習会を開催し
た。
・開催回数：3回
・参加者数：100人
・内容：HACCPに沿った衛生管理の定着と振
り返り、良くある指摘事項、施設巡回時の
チェックポイント

実
施
済

Ａ
実
施
済

A

○効果的な自主巡回活動の
支援に努める。
○食品衛生指導員の資質向
上に向け取り組む。

継続 保健衛
生部

99

包
括
連
携
協
定
に
よ
る
相
互
連
携

　本市と市内事業者との包
括連携協定に基づき、買物
環境の整備や大規模災害発
生時の食料品・日用品の支
援物資調達等様々な分野で
の連携を実施します。

救
援
物
資
供
給
に
関
す
る
取
組
及
び
そ
の
他
買
物
環
境
の

整
備
に
関
す
る
取
組

〇「災害時における救援物資の受入れ及び配送
等並びに救援物資受入れ拠点の設置等に関する
協定」を日本GLP㈱、佐川急便㈱との三者協
定を令和３年１１月に、日本GLP㈱、西濃運
輸㈱と同三者協定令和４年２月に締結しを締結
し、令和６年１１月に神奈川県を含めた「５者
合同救援物資配送訓練」を実施した。

実
施
済

Ａ
実
施
済

A

○引き続き民間企業と協定
に基づく連携を推進する。

継続 経済部

100

食
の
安
全
・
安
心
に
係
る
リ
ス
ク

コ
ミ
ュ

ニ
ケ
ー

シ
ョ

ン
の
推
進
【

再
掲
】

　食の安全・安心に係るリ
スクコミュニケーション
（食品の安全の確保に関す
る情報及び意見の交換）を
推進するため、消費者団
体、食品等事業者、学識経
験者及び市民で構成する
「相模原市食の安全・安心
懇話会」を開催し、情報提
供及び意見交換を行いま
す。

相
模
原
市
食
の
安
全
･
安
心
懇
話
会

【

再
掲
】

相
模
原
食
品
衛
生
協
会
と
の
連
携

　市内の食品等事業者によ
り、食品衛生の向上を目的
として設立された相模原食
品衛生協会が実施する食品
衛生思想の普及・啓発事業
への支援・連携を図りま
す。

施
策
１
６

事
業
者
団
体
等
と
の
連
携

39



基本施策Ⅴ　消費者意見の反映と連携の強化

通№ 取組状況

R６
実
施
状
況

R６
成
果

R5
実
施
状
況

R5
成
果

今後の課題・
取組等

今後の
進め方

推進し
た組織

事
業
名

施
策

主な取組

101

警
察
と
の
連
携
の
推
進
【

再
掲
】

　主に高齢者を狙った悪質
商法や特殊詐欺などの被害
が増加していることから、
情報共有や啓発事業を通し
て警察と連携した消費者被
害防止対策を検討します。

警
察
と
の
連
携
【

再
掲
】

102

広
域
連
携
に
よ
る
消
費
者
教
育
の
推
進

【

再
掲
】

　本市周辺にある大学や国
民生活センター、消費者団
体等の関係機関との協働に
より、市域を超えた広域連
携による消費者教育事業を
行います。

広
域
連
携
に
よ
る
消
費
者
教
育
の
実
施

【

再
掲
】

103

食
に
関
す
る
団
体
と
の
連
携
の
推
進

　農業関係者や、食生活改
善推進団体等との連携によ
り、収穫体験や地場産物の
視点を含んだ食育講座や野
菜の普及啓発を実施し、食
の選び方や食事のとり方等
についての知識の普及を図
ります。
　また、食生活改善推進団
体の会員の育成・支援を行
います。

食
生
活
改
善
推
進
員
の
育
成
・
支
援

○栄養改善の普及・推進を図るため、地域にお
ける食生活改善の推進者として食生活改善推進
員を養成するための講座を開催した。また、相
模原市食生活改善推進団体わかな会に対し、必
要な知識・技術を習得するための研修会等を実
施した。
・養成講座実施回数：9回
　養成講座受講者数：25人
・食生活改善推進団体わかな会会員数：174
人

実
施
済

Ａ
実
施
済

A

○食生活改善推進団体の会
員数が減少してきている。
新規会員を増加させるため
の養成講座の周知及び組み
立ての検討や会員への研修
会の内容の検討をしてい
く。

継続 保健衛
生部

104

食
に
関
す
る
団
体
と
の
連
携
の
推
進

　農業関係者や、食生活改
善推進団体等との連携によ
り、収穫体験や地場産物の
視点を含んだ食育講座や野
菜の普及啓発を実施し、食
の選び方や食事のとり方等
についての知識の普及を図
ります。
　また、食生活改善推進団
体の会員の育成・支援を行
います。

ふ
る
さ
と
の
生
活
技
術
指
導
士
に
よ
る
食
育
事
業

【

再
掲
】

105

関
係
機
関
等
と
連
携
し
た
周
知
・
啓
発

【

再
掲
】

　警察や自治会など関係機
関・団体が使用している周
知・啓発媒体を活用して、
消費生活に係る情報の発信
を行います。

高
齢
者
ト
ラ
ブ
ル
事
例
等
の
情
報
提
供

及
び
見
守
り
実
施
の
呼
び
か
け
【

再
掲
】

施
策
１
６

事
業
者
団
体
等
と
の
連
携
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